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開  会   午前９時３０分 

議長（杉岡義信君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成２９年９月第３回笠置町議会定例会第２日目を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  企画観光課長から病気のため欠席届が提出されていますので、報告いたします。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

  これより暫時休憩します。 

休  憩   午前 ９時３１分 

再  開   午前１０時３７分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１、笠置いこいの館の設置及び管理に関する条例全部改正の件を

議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第２６号、笠置いこいの館の設置及び管理に関する条例全部改正の

件について御提案申し上げます。 

  笠置いこいの館は、町の公の施設であり、笠置町が出資・設立した有限会社わかさぎが管

理運営すると定められています内容を指定管理者に行わせることが可能であると条文改正す

るものでございます。 

  施行期日は、平成３０年４月１日でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し

上げます。 

議長（杉岡義信君） 撮影は私が許可しましたので、皆さんに御理解を願いたいと思います。 

  それでは、議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  議案第２６号、笠置いこいの館の設置及び管理に関する条例全部改正の件の議案説明をさ

せていただきます。 

  先ほど町長からも提案理由を述べましたように、いこいの館の設置及び管理に関する現行

の条例を改正いたしまして、指定管理をすることが可能という文言に条文改正しているもの

でございます。 

  それでは、１ページから説明させていただきますので、おめくりいただきますようお願い
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いたします。 

  まず、第１条で、設置につきまして記載をしております。設置の目的といたしまして、町

民の健康促進と町内外者との交流並びに観光拠点施設といたしまして、いこいの館を設置す

ると規定しております。 

  名称、位置につきましては、現行どおり、笠置いこいの館、住所は大字笠置小字隅田

２４番地外としております。 

  以下についきまして、業務、休業日等定めるようになっております。開館につきましても、

現行どおり、午前１０から午後９時までとして、変更することが可能としております。 

  １枚めくっていただきまして、２ページ利用の許可の基準、それから許可の取り消し等、

ここも記載をしております。使用に当たりましては、善良な利用をいただきたいということ

を記載しております。 

  使用料につきましては、５ページに記載しております使用料を納付するという規定になっ

ております。現行の使用料金、入泉料と室料、ゲートボール場、現行のものとここは変更は

行っておりません。 

  使用料の還付の第１０条で規定いたしまして、還付を認めるというふうにしております。 

  １１条では、使用料の減免をしております。ここでも７０歳以上も証明で現行より規定を

しておりますが、それ以外のサービスといたしまして減免が可能というふうに規定をしてお

ります。 

  １２条以下でございます。ここは、指定管理者による管理ができるというふうにしており

ます。現行の条例でいきますと、笠置いこいの館につきましては、有限会社わかさぎに管理

運営を行わせるという規定となっておりますが、この１１条以下の指定管理による管理を加

えることによりまして、町の施設を指定管理者により運営管理させるというものとなってお

ります。これは、地方自治法第２４４条の２に規定しているもので、指定管理者の管理運営

となっております。 

  以降につきまして、１３条につきましては、指定管理者の業務を記載しております。 

  １４条につきましては、利用料金制としております。先ほど利用料で記載をしておりまし

たが、これによりまして指定管理者に利用料金を収受させるということも第２項によりまし

て規定をしているところでございます。 

  第１５条につきましては、原状回復義務を指定管理者に負わせるもの、第１６条につきま

しても、損害賠償を負わせるという規定を挙げております。 
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  施行の期日は平成３０年４月１日から、準備行為といたしまして、３０年４月１日の施行

日前から指定管理者の指定に当たっての準備行為を行うということを記載させていただいて

おります。 

  以上、簡単ではございますが、説明とかえさせていただきます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑につきましては、全ての議案に対し、同

一議題について３回までですので、申し添えます。質疑はありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  ３回までということなので、端的にして答弁をもらいます。 

  まず、臨時議会と今回の条例案の内容と何ら変わっておりません。ただ、先ほど町長が言

われたように４月１日からの施行期日が変わっただけであります。７月３１日に臨時議会が

開催され、否決されれば、すぐに８月３日に私は議長から特別委員会を開催してほしいとの

要望を受け、８月３０日に開催し、議論を重ねましたが、何ら展望が見えてこない。先日、

総務省は民間企業と競合する自治体の事業の経営健全度を総点検する。民間企業と重複が多

い分野になる。人口減少で経営環境が厳しくなる中、民間譲渡や廃止の決断を後押しすると

報道されていた。今、７月３１日の議会で否決されたのに同じ条例案をなぜ今回提出された

のか、まず問います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） ７月３０日の本会議におきまして同意をいただけませんでした。その後

１カ月たたないうちに、またきょうどうして上程されたかという御質問だと思います。 

  私は、前回の本会議におきまして、指定管理者制度に移行していくに当たりましての十分

な説明がし切れなかった。また、訂正せざるを得ない答弁までをしてしまったということの

反省に立ちまして、きょうはしっかりと答弁をさせていただき、皆さんの御同意を承りたい。

そういう思いで、きょう新たに上程をさせていただきました。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  先ほど言いましたように８月３１日に特別委員会をわざわざ開いて議論しましたけれども、

何ら答えは返っておりません。そして、町長は町民の方にどういうふうに説明をされている

のか知りませんけれども、私は町民の方に二、三びっくりしたことをお聞きしたことをお話

しします。 

  町長は、８月２５日の金曜日にあるところで、今回の条例は通ると、これは複数の町民の
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方から聞きました。まだ特別委員会も３０日に開かれていないのに、まして条例案も提出を

されていない段階で言っておられる。また、別のところでもある人に、いこいの条例は通る

と言っておられる。これも１対１じゃなしに複数おられたところでそうおっしゃっておられ

ます。私は教えてもらいました。議会、議員をどのように思っておられるのか。議員を２期

されておられ、議員の立場はよくわかっておられると思うのに、なぜこのようなことを言わ

れるのか、答弁願う。 

  そしてまた、私はある日、幹部職員に条例案に賛成してほしいと賛成討論に根回しするよ

うな指示を町長はされているのか。密室であったならまだよかったんですけれども、執務室

で自分の部下もおられるところでそういったことをおっしゃいました。本当に声を荒げると

いうか、言おうと思ったんですけれども、執務室なので、そういうことは言いませんでした

けれども、なぜこういったことが出てくるんですか。この２点について答弁願います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 私が、町民の方に、この指定管理者制度の条例が通ると。そういうこと

を言われたということでありますが、私はいろんな人とも話をさせていただいております。

そういう中で、この条例はどうしても通したい、いこいの館の存続をしていくには、当面、

指定管理者制度を使っていかなければならないので、通したい。そういう思いを述べさせて

いただいております。そういうことでございます。 

  もう１点、執務室で、これはちょっと意味がわからないんですけれども、改めて質問をお

願いします。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ３回しかできないので、あれなんですけれども、執務室というのは、実

際に私が、だから町長は要するに指示されているかどうかということをお聞きしているんで

す。しているんやったらしている、していないんやったらしていないで結構なんですよ。何

で答弁を先延ばしにされるのか。それは後で答弁をまた願います。 

  そして、３回ですので、ごたごた言うておったら３回がすぐ過ぎてしまうので、大事なこ

とを言います。もし今回この条例案を賛成するとすれば、ある程度、町民の方に負担をかけ

ない方法があります。指定管理は当面２年間とおっしゃっている。例えば、この２年間、町

長の歳費を５０％、副町長の歳費を３０％カット、参事の給与を課長級に戻す。そして、各

種団体の補助金の見直し、花火大会、鍋フェスタなどを２年間凍結。このことを先日、議会

事務局のほうで議長と議論していたら、ほかのことを議論しにいったんですけれども、そう
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いったことも議長に言いました。そうすると、議長も、報酬を下げることができるとおっし

ゃった。私は言っていませんけれども、議長みずからそう言われた。そこには事務局の方も

おられた。証人がおられます。痛みを伴わなければ、町民の納得はされない。この案はいか

がですか。今すぐ答弁とはいかないかもしれないが、何らかの答弁を願います。 

  夕張市の市長のことを思えば、手取り１５万円余りですね、何とかなる方法です。やはり

町民に負担をかけない。自分で痛みを分かち合わないとだめですよ。そういったことでした

ら、２年間という期限ですから、これで２，０００万出るかどうかわかりませんけれども。

そういったことに対して、どう思われるか。その辺、先ほど言った幹部職員にどう言われて

いるかと、今のことと、答弁できなかったら今のやつは後日でも結構ですけれども、今言う

てすぐですから、なかなか難しい。２７日にまだ議会があるから、この回答は２７日でも結

構です。本当に自分でどれだけの今言った数字が出るということをね。それでは、私はもう

そのときには、２年間ですから、一応賛成するというかね。それで、もし赤字が続けば、今

後また検討しなければならない。とりあえず２年間はそういうことを私は思っております。

一つの例ですけれども。 

議長（杉岡義信君） 町長、待って。 

  今、大倉さん、発言されました。私がされてもいいと、それは確かです。しかしながら、

そこを切ったらあかん。最後まであんたは言わないといかん。そんなん途中で切ってもうた

ら困る。実はこうやけれども、私は皆さんの議員さんのはっきり言うたら安いやつでやって

いると。そういうことをどうするんやという話をちゃんとしやないかんがな。そんなん途中

で切ってもうたら困るわ。 

  改めて、大倉君。 

５番（大倉 博君） その件で、５番、大倉です。 

  先ほど議長がおっしゃったように、確かにそうなんです。私も以前、議員にならせてもら

ったときに、町長もおられたときに、子供の医療費の関係で提案させてもらって、皆さん方

に賛成いただいて、１万円下げました。そのことは議長もよく知っておられます。その中で、

今、議長がおっしゃったように、確かに若い議員さん方もおられて、これを議員さん方全部。

私もそのときには何やったら私の議員歳費も差し上げてもええということも考えました。そ

やけど、条例を改正しなければなりませんので、若い人もおられるので、今ぎりぎりで生活

というか、それは意欲で生活されているかわかりませんけれども、そういった議論も確かに

今議長がおっしゃったように出ました。だけど、あえて今そのことは出しませんでした。こ
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れは、もし行政がそう出た場合に、また議員サイドで検討したらいいことだったので、私は

そういうことは言いませんでした。以上です。 

議長（杉岡義信君） 町長、答弁。 

町長（西村典夫君） 指定管理者制度におけます管理料を出すことについて、財政を削減する

ために町長、また副町長、いろんな方を削減しなさい、そういうことで財源を賄ってはどう

ですかということだと思うんですけれども、私は、これについては論点が違うと思っており

ます。補助金の見直しとか財政のあり方というのは当然検討しなければならないと思ってお

りますけれども、今この指定管理者制度における指定管理料を出すのに、私の給料を半分に

せいとかいうふうなのは、私は論点が違っていると思います。 

  それと、執務室において幹部職員が賛成をしてほしいと言われたということでございます

が、指示はしておりませんけれども、そういう話は、課長級ともいろんな話をしておりまし

て、こういう制度につなげていきたい、いったらいいなという思いを持っていただいており

ます。そういう流れの中で、こういう発言が出たのではないかと、そのように理解しており

ます。 

議長（杉岡義信君） 質問を変えるの。 

（「これに対する答弁を」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） いや、もう３回やから。 

  次、ほかにありませんか。松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今の大倉議員と重複かもしれませんが、ちょっとお聞きします。 

  先般、京都新聞にて、町長が十分な説明をすることになっていると。間違いございません

か。７月３１日議会では否決されたのに、なぜ同内容で。また、条例も全然改正はされてい

ません。それが提案されました。なぜか。 

  それと、指定管理者制度において、否決されたのではないんですか。この議案は、指定管

理者にするから条例を変える。この件は、反対４、賛成３で否決されている。７月３１日の

議決は何だったのか。町長、お答えください。 

  それと、指定後、３回にわたり会議を開き説明を聞くも、趣旨を理解するまで討議しまし

たが、肝心な返答はされておりません。前回反対して、今回賛成にはならないと、私は思い

ます。そのためのきょうは説明だと思います。 

  私は、この件について、町財政が苦しく、町が破綻するのを心配して発言しているんです
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が、ふるさと基金が御存じのようにあと１億２，０００万余りです。指定管理者に年間最高

額２，４００万支払い、また厨房などの修理は別となっていますと、２，４００万円プラス

修理代を町が負担することになるのではないんですか。これは制度を変えなくても同じでは

ないんですか。現在では赤字額２，４００万円には至っていません。この２，４００万円と

いうのは仮の説明です。しかし、なぜ指定管理者制度をするのか、そのメリットをお答えく

ださい。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 大倉議員からいただきました内容とダブっている点につきましてですけ

れども、この前、本会議で否決されたのにまた出してきたやないかということだと思います

が、先ほども答弁させていただきましたように私も説明が不十分でありましたし、先ほども

申しましたように訂正をさせていただくような発言もしました。そういうことで、すごく反

省をいたしまして、もっとしっかり勉強して、これまで議員の皆さん、また町民の皆さんに

向かって十分な説明をさせていただいて、御同意をいただきたい。そういう思いで再上程を

させていただきました。 

  また、ふるさと基金、あと１億２，０００万円しか残っていない、このままでは枯渇する

という心配をされております。私は、このいこいの館を２年間、指定管理をさせていただき、

その次には民間に完全に委ねていく、そういう取り組みを今させていただこうとしておりま

す。今、出資をしていただくことになるわけですけれども、結果的に２年後、この取り組み

によって基金の取り崩しがかえって少なくなる、残が結果的には多くなる。そのような確信

を持って、私はこの事業を進めていきたいと思っております。 

議長（杉岡義信君） 町長、その説明、もうちょっと詳しくみんなにわかるように説明したっ

てください。町長。 

町長（西村典夫君） 失礼をしました。 

  今、指定管理料につきましては上限２，４００万というふうに、上限は決めておりますけ

れども、決して２，４００万が指名料ではございません。これから、この条例をいただきま

したら、公募をしていくわけでございますけれども、公募をいただく業者によりまして、指

定管理料が１，２００万円とこもあれば、１，５００万円のところもあると思いますし、

１，６００万円のところもあります。それとあわせて、されようとしていただく事業内容と

指定管理料を見まして検討させていただき、指定管理者を指名していくわけでございます。

指定管理料が２，４００万で、２年で４，８００万、そういうことにはならないわけでござ
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います。 

  今、１億２，０００万円ほど残っておりますけれども、指定管理料をできるだけ少なくし

て基金には少しでも残るような手だてをしていきたいと思っておりますし、その上に立って

の事業内容も、すごくすばらしい事業内容をいただいて、そういうバランスを考えて指定管

理者を選んでいきたいと考えております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、町長の返答をもらったんですが、私の質問に対してお答え願いたいと思うんです。先

ほど、７月３１日の議決は何だったのですか、町長、お答えくださいと言いましたね。それ

に対して回答してくれましたか。 

  ただ、私は、言うた以上は、やっぱり内容を把握して返答してもらいたいと思います。こ

れは質問に入らないと思います。これは不足ですから。もう一度説明してください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） ７月３１日に議会で否決をいただきました。そのことについては、すご

く真摯に受けとめておりますし、すごく私も反省をしております。その後、町民の方からも

いろいろ御意見や電話をいただきまして、町長の説明が十分ではなかったという御指摘もい

ただきました。そういうことにおきまして、改めて上程させていただき、しっかりとした答

弁をしていきたい、そのような思いでございます。 

  また、私は、いこいの館をどうしても存続させていきたい、そういう強い思いも持ってお

りますので、今回これを存続させるには、当面、指定管理者制度しか選択肢はないかなと、

私は思っております。その辺につきまして、きょう改めて上程をさせていただきました。以

上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、ちょっと私の言い方が悪かったのかもしれませんけれども、なぜ指定管理者制度をす

るのが必要かと。そういうこともお尋ねしているんですよ。それはどうなんですか。お答え

ください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 今、指定管理者制度になぜ移行していくかという質問だと思います。基

本的には、今、自治法で、公の施設を管理運営していきますのに、管理委託制度から指定管
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理者制度あるいは直営にしなさいという法律ができております。笠置町も既にこの法に沿っ

てしなければならなかったわけですけれども、ずっと置き去りにして今日になってきており

ます。この際、この法に沿って指定管理者制度をやっていきたいと、そのように思っており

ます。 

  また、指定管理者制度におきましては、やはり支出の透明化や、また民間のノウハウを導

入いたしまして、これまで以上の経営改善、サービス向上などを図っていける。そのような

思いで、今回、この指定管理者制度を導入する提案をさせていただいております。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 松本議員の質問にお答えし、また先ほどの町長答弁に若干補足をさせ

ていただきたいと考えております。 

  なぜ指定管理者制度が必要なのかということでございます。町長が申し上げましたとおり、

地方自治法の改正により、一般的な公の施設の管理に関しましては、直営か、または指定管

理者というふうにされております。現在のいこいの館に関しましては、有限会社わかさぎに

運営管理を委託することができるとなっておりまして、現在、残念ながら、選択肢としまし

ては直営のほか、わかさぎがやるということ以外、運営管理をする方法がございません。指

定管理者の条例を改正していただいた後に関しましては、指定管理者を選択することができ

る。つまり運営管理を委ねるところを、町の方針あるいは町の考え方、町民の方々、議会の

意向を受けて、より安い費用で、そして、より高い効果が出る、そういう運営管理者を選ぶ

ことができるというのが指定管理者のメリットであると、そのように考えています。 

  現在、赤字体質という言い方は悪いんですけれども、経営改善の道はなかなか見えない中

で、関係者に御苦労いただいております。そういうものを断ち切り、新たな発想、そして新

たに一体感を持って、いこいの館を運営していただく。そういう方をぜひ指定管理者として

選定させていただき、運営を委ねていきたいと考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、副町長から回答をもらったんですけれども、もう一度、町長にお聞きします。 

  指定管理条例、規約が変わると、仮に最高２，４００万という形になるんですが、これが

予算化されるんです。ふるさと基金が１億２，０００万あるときは問題はないんですが、こ

れがなくなったとき、一般会計からこの予算が出てくるんじゃないですか。それでなくても

苦しい町の財政で２，４００万。ほかにしわ寄せとして福祉のほうに問題が出てくるんじゃ
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ないんですか。 

  それと、さっきの答弁の中で、民間のノウハウという言葉が発言されました。現時点でで

すよ、コモンズ、土埃は民間じゃないんですか。違うんですか。規約時に２者から提案され

た改善、指定管理者が行う業務と同じではないんですか。なぜそれが原因でこの規約を改正

されるのか。また、町規約の問題点、何条がひっかかって、こういうことになるのか。改正

する意味があるのか、町長、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） １点目、ふるさと基金が、このままでは、指定管理料を２年続けたら、

枯渇していく。そういうことにおいて、ほかの福祉だとかに関係してくるのではないか、マ

イナスになってくるのではないかという御質問だと思いますが、指定管理者制度におきます

指定管理料は２年間を使わせていただきます。できるだけ抑えていくような方向で考えてお

りますので、枯渇することはあり得ないと考えております。できるだけプロポーザルにおき

まして良心的な業者と提携をしていきたいと、そのように考えております。 

  現に、今、土埃やコモンズさんが民間業者として入っているではないか、それがうまいこ

といっていない、そのようなことをおっしゃっておられます。今、第三セクターで、わかさ

ぎと土埃とコモンズが営業をしております。今、民間のノウハウを本当に土埃、コモンズさ

んが発揮していただいている、そういう意欲といいますか、そういうものが少し欠けている

ようなシステムになっていると私は思っております。コモンズさんにおきましては、入館料

は何人で何ぼということで大体決まっておりますので、それ以上の入館者をふやしていこう

という努力が少し見えないように思いますし、土埃さんにおきましても食の部分が一向に伸

びてこない。それは、やはり土埃、コモンズさんのやる気といいますか、本音のところが見

えてこないというのが、今の契約の状態かなと思っております。今度は完全に指定管理者に

おきまして指定をしていくわけですから、これ以上の責任を持っていただくという思いでお

りますから、改善はしていただけると考えております。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 松本議員の質問、それと先ほどの町長答弁に若干補足をさせていただ

きたいと思っております。 

  コモンズ、土埃から、さまざまな民間のノウハウということで、入館者をふやす方法、そ

して飲食部門の改善、いろいろ御提案をいただいております。なぜそれが実現できないのか。

これは、やはり原因といたしましては、有限会社わかさぎが管理運営するその経営力、能力
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が弱いというというところに尽きるんだろうと。これまで恐らく、いこいの館を運営管理す

る関係者、わかさぎであったり、コモンズであったり、土埃であったり、そして町当局が集

まり、経営改善に関する、あるいは入館者増に関する具体的な議論、そして実行に関するさ

まざまな提案、そういったことがなされてきたのかといいますと、それは非常に弱かった。

具体的にその中で実行されてきたことは、ほとんどなかったのではないかというふうに思っ

ております。 

  町長も申し上げましたとおり、思い、つまり愛着、そういった一体感を醸成する根本とな

る理念のようなものが、やはり関係者の中で醸成されていなかったというのが大きな原因で

あり、お金を投入すれば何とかなるというようなものではなかったのではないかなと、そん

なふうに考えています。 

  したがいまして、現段階で、例えば土埃、コモンズ、両社の意欲を引き出すために、有限

会社わかさぎ、そして町当局がやるべきことがあるであろうと。今後、いこいの館の運営に

関しましては、当面、現在の条例で行うわけでございますけれども、少なくともこれまでの

赤字の体質の原因となっておったようなところは、やはり改善し、申し上げましたように関

係者が一体感を出して経営改善に臨めるような取り組みを１０月からはぜひさせていただき

たい。現状の中でもできることはあるであろうと考えております。 

  指定管理者は、申し上げましたとおり、指定管理者と町との間で十分な協議を行う、それ

が前提となっております。つまり、意思の疎通がない限り、指定管理者にお任せしても、指

定管理者が何とかしてくれるであろうということはありません。やはり町のほうが方針を持

って、強い意欲を持って、一体となって指定管理者と取り組まなければ、経営改善の効果と

いうものは恐らく出ないというのが現状でございます。そういったところを踏まえて、ぜひ

指定管理者、そして少なくとも現状の運営に関しましても改善できる努力は順次させていた

だきたいと考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。ごめん。もとい松本君。 

７番（松本俊清君） すみません。もうちょっと落ちついてもらえませんか。今、副町長から

説明があったんですが、私が町長に聞いたとき、コモンズはできていないという発言をされ

ています。それを指導するのは、今の条例でわかさぎの社長、つまり町長じゃないですか。

自分のできていなかったことを、コモンズを相手に業者が悪いとか、そういう発言はいかが

なものかと私は思います。 

  私は、いこいの館については町において一番の財産であると私は思います。この財産を将
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来的に有効に利用したい、これは笠置町民全ての総意であると思います。それゆえ、十分な

理解を得るため、全ての手段を用いて取り組むべきで、町民に意向を聞くべきだと思います。

これについて提案しましたアンケートはとられたんですか。その中で、いろいろな改善案が

出てくると思います。この件について特別委員会でも提案しましたが、町長は聞き入れてく

れませんでした。私は、いこいの館の運営に反対しているのではありません。ただ、条例改

正に反対しているわけです。それは、ゆえに町財政のことなんです。その点をどのように思

っておられるのか、 

  町財政のことについて、続いて聞きたいのは、簡単に町条例、指定管理者ということばか

りに走っておりますが、わかさぎの社長である町長は、わかさぎの清算はどうするんですか。

出資金８，０００万円が残っていますが、これは本当に帳簿上だけですか。本当に金がある

んですか。この処理はどういうぐあいにされるんですか。仮に、きょう、この指定管理者が

決まれば、わかさぎの問題に発展するんです。卵が先か鶏が先かですよ。そうなってくると、

８，０００万円がもしないとすると、きょう出されております補正予算１，４００万円、こ

れで処理しますと９，０００万円なくなるんです。来年もし指定管理者でやると、それに

２，４００万円かかるんですよ。ふるさと基金は底をつくんじゃないですか。町長は２年後

に何とかするという発言ですが、２年後には一般会計からこれが出ることになるんです。違

うんですか。そういう点、この先の問題についてどういうぐあいにされるのか。わかさぎの

問題を少しお答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 今回、指定管理者制度を御同意いただき、これが条例改正をいただきま

した後には、また皆さんと相談をさせていただきながら公募をしていくわけでございますが、

その過程におきまして、わかさぎ、いこいの館が町財産になっていなければなりません。そ

ういう意味におきまして、わかさぎの持っておられる財産も町に移していく必要がございま

すし、町がわかさぎを設立するのに８，０００万の出資をしております。その出資金

８，０００万についても、どのように扱っていくのか。それは、これからの検討課題でござ

いまして、また議会の皆さんとも相談をさせていただきながら、わかさぎを解体していきた

いと、そのように考えております。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  いろんな意見が出ていますけれども、私は前回の臨時議会では反対に回りました。それは
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なぜかといえば、町長が臨時議会の中で赤字でも続けていきたいというような答弁をされた

ので、これはちょっと待ったと。今のこの問題が発生しているのは、町の財政がもたないか

ら何とかしなければならないということで、これが出てきているわけです。臨時議会で私が

反対に回ったのは、条例の改正案ではなくて、その中にある指定管理者制度、これがどうい

う形でやっていくのかということが、まだ煮詰まっていなかった。そういうことで、ああい

う答弁も出たので、私は反対に回りました。 

  しかし、笠置町は、今始まった問題じゃないんです。これは私が議員にならせてもらって

から、８年間ずっと、いこいのことはいつも主要議題で、特別委員会でもやってまいりまし

た。直営で支配人を置いてやっていたときもあります。それから、民間のノウハウを得なけ

ればということで、かしばさんにもお願いした。しかし、それも全部３年で打ち切られた。

それは何でやということなんです。先ほど副町長は決意を述べておられますけれども、わか

さぎ運営会社の会社がもう経営体として成り立っていないというのは、私は前から何回も言

ってきています。それを全然立て直す気配も何もない。それで、行政としては企画観光課に

それを全部おんぶさせておる。 

  しかし、ちょっと１点だけ聞きたいんですけれども、副町長は、行政もやはり体制を強化

して見ていかんとあかんという先ほど答弁がありましたけれども、行政側としてどういう体

制をとろうとしておられるんですか。きょうは何か企画観光課の担当課長も病欠で休んでい

る状態でしょう。これは、私はもう３月議会から、体制を強化しなければいけないというの

は何回もここで言っていますよ。その辺の体制をどういうふうに考えておられるのか、ちょ

っと答弁してください。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの西岡議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  組織・定数、人事に関することは、最終的には町長の権限になりますので、私からお答え

できる範囲に関しましては限られたこととなりますが、どういうふうに考えているのかとい

うことについて述べさせていただきたいと思っております。 

  これまで、条例上、企画観光課が指導を行うというふうになっておりました。ただ、企画

観光課というふうに漠然とした名前があるわけですけれども、誰がどういうふうに具体的に

責任を持ってやっていたのかということに関しては、ほとんど実態がないまま、例えば課長

が兼務といいますか、そういう担当であったり、いろいろ役場の体制としてしっかりした窓

口を置かずに指導をやってきたというのが現状ではなかったかなというふうに思っておりま
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す。 

  今回、いろいろと議論をいただいている中で、やはり役場の指導体制といったものが多分

随分問われているんだろうなというふうに認識をしておりまして、可能であれば、いずれか

の人事の段階で組織を変える。そして、専任のいこいの館の改革を担当する職員であり、責

任者を置くなりして、その方があくまで中心となって、そしてオール笠置町役場の力を結集

して、いこいの館の改善に全力で取り組みたいと。 

  先ほどから西岡議員もおっしゃっておられるように、随分前から、いこいの館が重要な政

策課題であるということで議論をされてこられました。重要な政策課題であれば、政策課題

に対応する組織をつくり、対応していくというのが基本でございます。そういうような考え

方あるいは認識をもって臨みたいと思っておりますが、最終的には組織・定数、予算、ある

いはまた人事に関して、総合的に町長に判断をいただき、実行に移すということになるかと

思っております。私の考え方といたしましては、以上のとおりでございます。 

  なお、これまでの企画観光課の体制の中で十分できていなかったのかというと、恐らく他

の業務も持ちながら、その業務の中でも、いこいの館も見ながらということで、本当に大変

な状況であったろうというふうに思っております。担当を置いたから何とかなるということ

ではなく、専任の担当者に任せるだけではなく、それをバックアップできるように、町の中

の、役場の中の体制といったものを組ませていただきたいと、そのように考えております。

以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  そういう体制を現実にちゃんと強化していってもらいたいと思います。 

  それから、この議案の中の質問に入ります。 

  まず、施行日。２９年１０月１日という臨時議会の案でしたけれども、これをなぜ４月

１日に延期されたのか。その理由を聞きたいのと、もう１点、３ページの第１４条３項、

「町長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を使用料として徴収

することができる」という項目がありますけれども、この「必要があると認めるとき」とい

うのは、どういう状態を考えておられるのか、答弁をお願いします。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの西岡議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  条例の施行日でございますけれども、３０年４月１日からということでございます。仮に
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今議会でこの条例を認めていただきましたその後のスケジュールでございますけれども、や

はり指定管理者を公募しなければなりません。そして、公募して、指定管理者の候補といい

ますか、指定管理をやりたいという方々が集まってこられたときに、十分その方の内容を精

査して選定委員会も開催させていただき、そして最終的には議会の議決も必要となってまい

ります。そうなりますと、この二、三カ月の間でそれがやり切れるのかといいますと、物理

的に大変厳しゅうございます。 

  特に、先ほどから議論になっておりますように指定管理者が本当に低い指定管理料で高い

効果を出すことができるのかということに関しましては、応募いただいた方々と応募内容に

ついて十分な議論をさせていただき、仮に指定管理料が若干我々が想定する金額より高いと

いった場合は、それは下げられないのか、それを下げるに当たってはどういうことが必要な

のかといったような具体的な議論もさせていただき、当然、議会の特別委員会でも諮らせて

いただき、選定委員会でも候補者を選んでいただき、最終的に議会の議決も要るわけでござ

いますけれども、執行部、事務局といたしましては、指定管理者で応募いただいた方々と

個々にそういったことを詰めさせていただき、本当に慎重に選ばせていただき、最小限の経

費で効果の高い運営管理をしていただける指定管理者の候補を選びたいと、そのように考え

ております。 

  そういった意味で、時間的にやはり二、三カ月では困難であり、最低半年ぐらいの時間を

いただきながら、そういう選考プロセスをしっかりと踏ませていただきたいと。そういうこ

とがございまして、３０年４月１日からということにさせていただきました。 

  もう１点の１４条の３でございます。 

  指定管理者から利用料金の一部を使用料として徴収することができるということでござい

ますけれども、これに関しましては、今、具体的に何か想定していることがあるということ

ではございません。例えば、指定管理者が徴した利用料金によって、かなり高い収益が出て

きたといったような場合に関しまして、利用料金の一部という言い方をしておりますけれど

も、町のほうに幾ばくかのお金といったものを使用料としていただく。そして、利用料金と

して指定管理者が金額を取るという、ある程度、配分といいますか、そういったことが状況

によっては出てくるということでございます。これは、あくまで利用料金で相当高い収益が

出たということが想定される場合でございますので、現在の段階で、これがすぐにこういう

ことでございますということは、なかなか言えませんけれども、そういったことを想定して

１４条の３というのを設けさせていただきました。以上でございます。 
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議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  もう１点、ちょっと確認しておきたいことがあるんですけれども、指定管理者制度で指定

管理者に管理してもらうという契約を結ばれると思うんですけれども、今、現在のいこいの

館の電気、水道、これはデイサービス生楽さんと一緒になっています。この問題も８年前か

ら分けよということで意見は言うてきているんですけれども、できていなかった。今後、指

定管理にするけれども、指定管理者側が全部経費を、電気代、水道代、そういうものは支払

っていくことになると思うんですけれども、前の特別委員会ではこれを分けるということを

おっしゃっておられたけれども、これは予定どおり分けることでやっていくのか。それと、

その場合には生楽さんと今現在結ばれている契約なんかをかなり見直す必要が出てくるんじ

ゃないかということは、私は６月議会でも言っております。その辺についての考え方はどう

なっておるのか、答弁願います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 指定管理をする中で、経費は指定管理者が当然全部負担していただくこ

とになります。その中で、今、生楽さんから共益費としていただいている費用につきまして

は、やはりきちんとした金額をはじき出していかなければならない。そういう観点におきま

して、いこいの館とデイサービス生楽の電気、水道は分離していく。そのような工事をして

いく予定になっております。 

  ただ、その内容につきまして、まだ生楽さんとの十分な協議はしておりません。これから、

こういう事情も説明していきながら同意をいただきたいと、そのように考えております。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  前回の委員会でも指摘をさせていただいたんですけれども、完全に民間委託をしたいと町

長はいつもおっしゃる。その意図、最終的に民間がいこいの館を経営する意味というのは、

町長の中に何がおありなのか、お聞きしたい。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） いずれは完全に民間に委託したい、そのような思いを持っておりますし、

そのように進めたく考えております。なぜ完全民営化にしていくのか、それにつきましては、

やはりこれから修繕費もかかってきます。また、健全な運営もやっていかなければならない。

そういうことを考えますと、やはり行政が絡んでいますよりも、完全民間委託して民間の財
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力、経営のノウハウなどを発揮していただいて、いこいの館がいつまでもあるべき、あって

ほしいという思いで、民間に委託をしていきたい。そのような考えでございます。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  僕のイメージでいくと、第三セクターというものも、その当時のはやりで、民営化委託や、

民営化委託やと言い、わかさぎという民営化の会社をつくり、今回、時代の流れで指定管理

という僕からしたらはやりのように思えるこの制度にのっかり、また民間委託をすれば、こ

の経営が改善され、健全な運営がされると町長はおっしゃっておられますけれども、町長自

体わかさぎの社長である。今、健全化できていないこの現状が、民営化されたら健全化にな

ると。健全化というものは、町長の中では何なのか。健全なる運営というものが見えている

のに、それが具現化できない。その理由は何なんですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 健全化の中身が見えてこない、そういうことだと思います。今まで私は

わかさぎの社長をさせていただいておるわけでございますけれども、正直申しまして、わか

さぎ、いこいの館に赴く機会もなかなかございませんで、書類に目を通す、それぐらいの社

長という立場でございました。そういう中で、入っていただいている業者に対しての細かな

指導やとか、そういうことが十分できていなかったことにつきまして、今こういう現状が起

きていると捉まえております。 

  これから指定管理者制度を利用していくに当たりまして、そういうことにつきましては管

理者が責任を持って運用していただくことになりますから、その辺は健全化に向かっていく

と信じております。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  僕の思っていたイメージの回答とはちょっと違うので、困惑しているんですけれども、町

長は特別委員会のたびに、業者と話をしている、定期的にコミュニケーションをとり経営改

善化に努めているという答弁を何回も委員会の中でなされていますよね。それを今、撤回さ

れると。委員会ではうそをおっしゃっていたんですか。町長は何を伝えたいんですか。 

  僕は、さっきの質問の後に、笠置に基盤産業がないことが、僕たち移住呼びかけ人にとっ

てもすごい不利なこととかがいっぱいあるんですよ。何のためにまちづくり会社をつくった

んやと。地域創生のお金をあっちからこっちから引っ張ってきて、企画観光課に仕事を投げ
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ているんやと。民間に全部委ねて終わりなんかということを最後に僕は伝えたかった。でも、

委員会の存在こそ、ばかにしているような発言じゃないですか。じゃ、なぜあの場でちゃん

と伝えなかったんですか、僕ら委員に。おかしいじゃないですか。だから議会と行政のこの

大きな壁があるんですよ。それが行政のやり方ですか。答弁ください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 月１回の定例のコモンズとわかさぎと土埃の定期会談をやっていた、や

っていなかった、そういうことだと思います。定期懇談会につきましては、できるだけやっ

てまいりましたし、最近は滞っておりますが、当初はきちんとやっておりまして情報共有は

させていただきましたけれども、その中でも十分な点がなかったということで反省をしてお

ります。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  私は先ほど２年間の町長の歳費云々とか言いましたけれども、私がなぜこんなことを言い

ますかというと、笠置町の将来人口と財政事情というのを町長は御存じですか。例えば、人

口問題を見てみると、笠置町の第３次総合計画、２３年３月につくられた分、笠置町の将来

人口は、この計画の目標年次である３３年３月末には１，３００人、さらに人口減少が続く

と予想されているという。そして、平成７年以前の国勢調査によると、人口の減少率は大体

３％から４％で推移しておりました。平成１２年には７．５％、平成１７年には８．８％、

２２年には２桁の１３．３％、そして、この前の国勢調査の結果、２７年では１５．８％に

なっております。先日議会でもお聞きしましたが、１６歳未満、中学生以下の人口が５７人

と、これは我々の小学校とか中学校の１学年の人数ですよ。これが今、１６歳未満が５７人、

この前もちょっと言いました、逆ピラミッドというのを。そして、７５歳以上の方が

４００人。平成３２年の国勢調査では、このままで推移すれば、笠置町の人口というのは物

すごく、減少率が２０％どころか、もっと減るかもわかりません。 

  そして、次に財政事情を見ると、特に町税を中心に見てみると、町民税は５年前の平成

２４年、これは調定額ですけれども、約７，０２２万円ありました。この前の２８年の決算

では５，６６０万円余り。実に、これは毎年ちょこちょこ減って、今、５年前と比べると

１，３６０万円減少しております。５年前と比べると１９．４％。固定資産税は、２４年に

は９，８３０万円、２８年には９，４２０万円に減少しております。これが４０２万円に減

少します。 
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  そして、一番笠置にとって大きいのは、やはりゴルフ場の利用税です。２４年には

４，６４４万円ありました。２８年の決算では３，７００万円、５年前と比べると９３０万

円の減少であります。これはまだ減ります。このゴルフ場利用税は、昨年１０月から

１，０００円から７５０円に下げられたために、２７年度は３，７００万円でありますが、

恐らく２９年度の決算では三千二、三百万になるんじゃないかと思われます。また、この利

用税は７０歳以上の方になれば無料になるわけです。団塊の世代が多く行かれる場合は、恐

らく３，０００万円を割ることになるんじゃないかと思います。 

  そして、また揮発油譲与税、今、電気自動車とかハイブリッド車があります。この揮発油

も笠置町は２４年には２０５万円、２８年度の決算では１７６万円になっております。そし

て、新聞報道によりますと、全国に給油所は２０１６年には３万１，０００ほどありました

けれども、その２０年前には６万４，０２１カ所あったという報道がされています。今後、

こういう揮発油税も、いずれ電気自動車等に変わってきた場合で、笠置町の財源であるこう

いった税金がますます少なくなります。本当にこういったことで、先ほど言いましたように、

しっかりした答弁はもらっていなかったんですけれども、例えば、この２年間は本当に町長

の歳費を５０％云々とか言いましたけれども、そういったことからも私は質問しました。そ

ういったことを今、言いましたけれども、将来の人口減少と財政事情を捉えたら、そして、

この前の決算では地方交付税が７億９，０００万円、１人頭６１万もらっています。国民調

査から比べれば、１人頭６１万円、この前ちょっとこれも議会で質問しました。 

  同じ質問になりますけれども、そういった状況の中で、本当に、このいこいの館ばかりを

言っていたら、観光の拠点とか言っていたら、笠置町、町が沈んでしまうんですよ。私はそ

う思うんです。ほかの方はどう思われるかわかりませんけれども、こういった人口問題とか

財政事情を考えた場合に、こればかりに、基金といえども町民の税金です。だから、先ほど

町長の歳費をカットとか言いましたけれども、この答弁にもう一度。先ほど聞いていたら、

もう一つ何か答弁があやふやというか、まだしっかりともらっていないつもりなんです。再

度、将来の人口問題と将来の財政事情をどう思うか。 

  我々特別職員というのは４年間が終わったら終わりなんですよ。後の人に引き継ぐために、

これは町の職員にも私はよく言っているんですけれども、あなたのように若い人は、これか

ら町の職員はどうなるか、笠置町がどうなるかわからへんからということもよく最近言って

います。ここにおる課長さん方は、一、二年で退職されたら、まだいろいろあるでしょうけ

れども、今のせっかく入ってきている２０代とか３０代の若い人が本当にどうなるかという
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ことを私はそこまで心配しているんです。だから、いつまでもこのいこいの館をこんな形で

本当にちんたらと、言い方は悪いけれども、こんなことをやっておったらあきませんよ。本

当に町民の方も心配されております。 

  そして、今言いましたように町の職員の方も、やはり心配されている方おられるんですよ。

町長、そういうことを町の職員から聞いたことがありますか。将来、２０年、３０年、まだ

おられるんですよ。笠置町の人口が３０年したら５００人になるのか６００人になるのかわ

かりませんけれども、それでもこのままいけば町が残るんですよ。そういったことを考えて

私はこういった質問をして、それを簡単に町長の歳費を云々とおっしゃったけれども、その

辺の回答がしっかりとできていないから、私は余計に今、言わんとこうと思ったけれども、

そういったことも言うんですよ、本当に。ここにおられる方は、退職される方は、一、二年

で退職やったら退職金も全部あります。まだ４０代の方もおられます。あと１０年、２０年

になったら笠置町が本当にどうなるかわかりません。もっと真剣に笠置町がどうあるべきか

ということも考えて、いこいの館の関係もね。だから、２年間を辛抱して、町長の歳費もカ

ットして、それだったら町民も納得されると私は言っているんです。もう一度、将来の人口

問題とか財政事情も考えて、答弁いただけますか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 将来の人口問題や財政事情をどう考えているんやということでございま

す。 

  私は、こういうことも踏まえて、いこいの館は再生すべきだと考えております。笠置駅周

辺には、いこいの館を中心として、ゲートボール場やキャンプ場、カヌー、ボルダリング、

また地方創生で整備された拠点が集中しております。また、笠置山を初めとするすばらしい

歴史的資源もあり、また季節折々、変化に富んだハイキングコースなどもあります。これら

の資源を連携させて、いこいの館をハブとして回遊性を高め、各資源を大いに活用して観光

消費を目指していきたい。民間の自由な発想で、稼ぐ施設をプロに磨かれて、よりさまざま

な事業を行っていただけるなど、稼ぐ施設として自立するだけでなく、町に経済的な利益を

もたらせていただく施設とさせていきたい。そういうようなことが町に対して、にぎわいづ

くり、経済が笠置で回る、お金が笠置で消費されることにつながっていくと私は確信してお

ります。大倉議員が指摘されました人口問題や財政事情、そういうことを克服していくにも、

このいこいの館の再生は必要だと私は考えております。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 
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５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  町長、本当に再生されて具体的に、例えば、いこいの館が１０年間、指定管理者制度にな

れば右肩上がりになりますとか、そういったことをおっしゃったら私も考えますよ。先のこ

とはわからないのに、まして笠置町だけじゃなく全国的に人口も減少します。国の財政事情

もだんだん悪くなってきます。そして、前から言っていますように消費税も一応２年後には

上がる予定です。そういったこと等をいろいろ考えた場合にどういったことになるか。こと

し、京都市ですかね、どこかで温泉の入湯税を今度取る。それは市の財産になると。笠置町

は入湯税も取っていないでしょう。今後、もっと議論しやなあきませんよ、入湯税の問題も。

それは町の税金に入ってくるわけですよ。そういった問題とか、なぜ使うことばっかり考え

て入ることを考えないんですか。だから、そういう問題とかを考えた場合に、１０年後、

２０年後の笠置町は、いこいの館があっても町が潰れておったら何もなりませんよ。 

  先ほどから言っているように、我々特別職員というものは４年間で選挙を受けます。町の

職員は本当に残されます。だから町の職員のためにも、もうちょっとしっかりと財源を、本

当にこの２年間、真剣に、町長、歳費を、何遍も言いますけれども、２年間ですから、カッ

トして、自分の痛みをやってください。先ほど何とかおっしゃったか、もう答弁を聞くのを

忘れましたけれども、そういった真剣さがなければ、本当に真剣さがなければ、私はだめだ

と思うんです。 

  例えば、また前の議会のことかと言われるけれども、前の町長は、基金といえども個人の

お金と同じことで、それはちょっとおかしいと私は思うんだけれども、基金というのは町の

金であり、自分の金をつぎ込むことはなかなかできないでしょう。だから、そういったこと

を例えておっしゃったけれども、基金といえども町の税金ですよ。そういう例えをされたと

きに、議事録を見ていたら、あれはおかしいなと思っておったんですけれども。自分の金だ

と思って本当にやってください。これは本当に笠置町が、これがとんとんとか、もうかれば

いいですよ、１，０００万でも２，０００万でも毎年。前のことをまた言いますけれども、

また赤字が続いた場合に、当時、町長が議員のとき、２２年に、私はコピーを渡しましたね。

これを言ったらまた議長が言うかもわかりませんけれども、どない言われましたか。 

  あなたにそのコピーを渡しましたね。読んでいただけましたか。このお金を使ったら、町

民からね。どない言いましたか。答弁を後でもらいますから、私はあなたに議事録も渡しま

した。私から言うより、あなたに答えていただきたいんですけれども。そういったいろんな

ことを本当にもっと真剣に考えてくださいよ。そんなちんたらと指定管理やどうのこうのと
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いう問題と違うんですよ。町が生き抜くかどうかの問題ですよ、そんなことを言っているよ

り。 

議長（杉岡義信君） 結局、余り長過ぎてわからんようになってくるんや。もうちょっと端的

にポイント押さえて言うてやらんと。最後にどれが答えていいかわからへん。ほんで、ちょ

っと大倉君、余り昔のことを言うたら、あんたも恥を言われるで、余り昔のことは言わんで。 

５番（大倉 博君） それじゃ、まず最後に言いましたね。私はあなたに２２年８月議会のと

きの議事録を渡しました、読んでくださいと言うて。読んでいただけましたか。どない書い

ていますか。きつい質問をされていますよ。まずそれから答えてください。 

議長（杉岡義信君） わかるのか、町長、今の質問は。 

（「議長、もっと質疑を整理してさせてよ」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 前の話はわかるのか。わからんやろう。下手に言うたらあれやで、もう

一回出してあるやつを確認して自分であれしやな。大倉君、それではあかんのか。 

  大倉君、余り勝手に立ったり、下手なことせんと、もうちょっと集約、集約と……。 

５番（大倉 博君） まず一点、先ほど言ったように、私が議事録を町長に渡した分、そのと

きの答弁をもらえますかと。きつく元町長にきつく質問をされております。 

（「これとの関連性の問題やな」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 余りそやけど関連してへんぞ、今の質問は。一般質問でしたらどうや。

今ずっと考えていたら、何か一般質問をされておられるような感じで、どうも。 

  今、同僚議員が言うているようにポイントを決めて、ずらずらと言うてしもうて最終的に

何を聞きたいのかわからへんのや。そこのところをちょっと、大倉議員、あんたはベテラン

やから。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  だから、今言いましたように、渡している議事録のきつい答弁を求めていたことをどう思

うかというのをまず一点。 

  それと、人口問題と財政事情が今言いました。財政事情も人口問題もこうなっている。そ

れに対して、いこいの館がこれでいいのかどうか。２，４００万をつぎ込んで、地方交付税

もさっき言いましたように６１万円１人頭もらっています。将来的にも、これはだんだん、

町民税とか税金がよくなることはないんですよ、人口減少になれば。これは５年間だけの数

字を私は拾いましたけれども。だから、そういったことを考えて、本当にこの館がこれでい

いのかどうかということを質問しているんです。だから、その２点を頼みます。 
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議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 大倉議員から、私の昔の議員時代の質疑につきましていただきましたけ

れども、申しわけございませんけれども、まだ目を通しておりません。 

  それと、先ほども質問していただきました将来の人口、財政事情をどう考えるんやという

ことだと思います。私は、地方創生の大きな柱として、いこいの館は再生をすべきだと考え

ております。あそこを外からの人材や外からのお金を稼ぐ施設に再生していくのが、笠置町

の大きな再生につながると思いますので、そういう取り組みが逆行しているとは、私は考え

ておりません。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 議事録を持ってないということ、読んでないということは残念なんです

けれども、私もちょっときょうは手元に持って来なかった。持っておられると思って。私が

言います。町長は前町長に議員のときに質問されておるんですよ。そのときに、これを通せ

ば町民の方から損害賠償を請求されるかもわからないとか、そういったこと。それは

５，０００万のときやったかね。それで、３，２００万円を通したのに、なぜすぐにまた

５，０００万円を出すんやとか、そういった厳しい質問をされております。 

  先ほど言いましたように、究極的にはやはり町民の方から損害賠償請求されるともおっし

ゃっているんです。まさしく私なんかもそうなんですよ。それだけ真剣に考えて、委員会で

も議論をいろいろやっておるんです。本当に真剣に答えてください。そういったことを言わ

れているんですよ。町長、本当に、今、手元に持ってないけれども、趣旨はそういうことな

んです。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 今回の取り組みに関しまして、もっと真摯に真剣に取り組んでいきなさ

いということでございます。当然でございます。笠置町のこれからのあり方を問う、いこい

の館の再生に関してでございます。それにつきましては、本当に真剣に真摯に取り組んでい

かなければならないと考えています。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  最後にもう１点確認しておきますけれども、これは一応、指定管理制度、要綱等でいきま

すと２年間という期限を先ほど町長もおっしゃられていますけれども、これを２年間やって

黒字にならなかった場合はどうするんですか。ちょっと決意を聞かせておいてください。 
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議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの西岡議員の質問でございますが、２年間やって黒字になら

なかった場合はどうするかでございます。 

  黒字になるように努力はさせていただきますが、期間が２年あるから何とかなるだろうと

いうような気持ちで取り組むと、当然、経営の改善であったり黒字化というのは恐らく望め

ないだろうと思っております。したがいまして、２年というような期間ではありますが、

１年ごとにしっかりとその成果を検証させていただき、経営改善が見られる兆し、いわゆる

伸びしろといったところに重点的に２年次、力を入れていく、そういうような方向で黒字化

を目指したいと思っております。 

  その伸びしろが１年、２年でどうかなるという状況じゃないかもわかりません。その場合、

お許しいただければ、あと１年で黒字化が目指せるという具体的なシミュレーションができ

れば、２年をもう１年ということで、１年１年の見直しの中で黒字化を目指していくという

ことで努力をさせていただきたい。最終的に黒字にならなかった場合に関しましては、その

ときに皆様にお諮りをさせていただきたい。そのように考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  そういうことなので、どうするかということを聞いておるんですよ。また１年延ばさせて

もらうとか、そういう決意やったら、もう今、廃止してください。 

  もう１点、ここで要綱の案も出ている中で、先ほど副町長がおっしゃられたように年度ご

とに収支を見て、それで事業計画とか収支計画も出させて、それで判断していくということ

になっていますけれども、例えば、指定管理料よりも収益が多くなった場合、これは当然、

指定管理料を見直していくという趣旨なんでしょう、これは。そういうことなので、ほんま

は私は２年とか悠長なこと言っている状態じゃないと思うんですよ、先ほどからいろいろ意

見が出ていますけれども。そやから、ほんまにやる決意があるんやったら、１年間で見られ

ると思うんですよ、これは。指定管理者制度を導入して１年間で、例えば今、月に２００万

程度出ていますかね。これを半減さすとか、それぐらいの実績が出てこなかったら、何年や

っても一緒ですよ。先ほどの町長の答弁を聞いていても、またこれが指定管理者に投げるよ

うな感じですやん。町の体制は先ほど聞いたけれども、そんな指導していけるような体制や

ないでしょう、今も。だから、その辺をはっきり決意してもらわんと、これはずるずるいき

ますよ。 
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  そやから、ほんまは私個人的には、１年間で廃止にするかどうか、今よりも全然が改善が

ないのやったら、あっさり廃止という方向を立てて、それぐらいの決意でやっていってもら

わんと、これは前へいけないと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 西岡議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  言葉が多少足らずで申しわけございません。２年間というか、当然１年１年の見直しをさ

せていただき、指定管理料が年々下がっていく、最終的には要らなくなるというのが一番理

想的な姿です。それをどうするかにつきましては、指定管理者を初年度に選ぶ段階で、真剣

に指定管理者と話し合いをさせていただきたい。どうすれば具体的に経営改善ができるのか、

どのようにすれば指定管理料を引き下げることができるのか、そういったことを１年目、初

年度の段階で、指定管理者と協定を結ぶ前に十分なお話をさせていただき、１年で多少なり

とも先ほどおっしゃったように２００万円が半減するという効果を出す。そういう決意で臨

みたいと思っております。 

  なお、２年やった後、じゃ、もう１年という言葉に関しましては、少し言葉足らずであっ

たのですが、その指定管理業者が２年で一応終わりですといった段階で、ここの施設は可能

性があるから私たちが責任を持ってやりますといったような御意向がある場合には、そうい

ったところに委ねていくという方向でお願いをしたい。その場合、当然、町として一切の応

援ができないということが前提となりますけれども、無償貸与であったり、あるいは有償貸

与であったり、そういった形で次のステップへ進めるように努力をさせていただき、町も全

力でそういう方向へいけるように応援をしていきたいと思っております。 

  それでも、なお、どないもならないといった場合には、選択肢の一つではございますけれ

ども、用途を変更するということも公の施設の場合には考えられます。現在の用途を変更し、

例えば福祉部門を強化するでありますとか、教育部門の中で何かできることはないか、そう

いう施設の設置目的を変える用途変更といったようなものも考えられますので、そういう選

択肢もございます。また、それにもなかなか困難であるといった場合に、究極の選択肢とし

て運営対策委員会、あるいは今、御指摘もあったように最終的に用途廃止といったようなこ

ともあり得るかもわかりません。そのような選択肢を頭の中に描きながら決意をもって、指

定管理者に委ねるという言い方は悪いんですけれども、指定管理者とともに経営改善に臨み

たいという決意でおります。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 
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（「もう一回、すみません」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  最後にもう１点ちょっと確認しておきたいんですが、究極は、経営検討委員会の答申にも

出ていますけれども、最終的には長期貸し出しをするか売却をするかというやつが第一案に

なっていたと思うんです。ほんで、今、問題になっている指定管理制度、これはつなぎの制

度であるという形で報告されていましたわね。そやから、２年間というのは一応おっしゃっ

ていますけれども、これはできるだけ早いこと改善できたほうがいいに決まっておるんやか

ら、そういう形でやってもらわんとあかんと思う。 

  それと、副町長は委員会での答弁で、サウンディング方式というのが、今、検討委員会で

言われていますけれども、これはどうやってやるんやと。誰がこんなサウンディング方式を

使って事業者を探すことができるんや、今の体制の中でできるのかというような心配を私は

しておったと思うんです。それで、これは国交省か何かの交付金ももらえることになって、

今年度からそれをやっていくという答弁があったと思うんですけれども、それの方向性は今

どないなっていますか。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 西岡議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  目指すべき方向性は、議員御指摘のとおりでございます。最終的に民間への長期貸し出し

であったり、どないもならないときには廃止という方向を目指す、そのつなぎの指定管理で

ありますけれども、指定管理といえども力を抜かず、最大限の努力をして経営改善を図って

いくという決意でございます。 

  サウンディングでございますけれども、現在、サウンディングの調査に関しましては国土

交通省の事業といたしまして、笠置町における官民連携のモデル事業についてリサーチをす

るということで、国土交通省のほうから内定をされたというふうに聞いております。ただ、

国交省の事業でございますので、笠置町がお金を負担するということはございません。民間

事業者を探し、対話をしていきながら、いこいの館であったり、笠置町の持っているポテン

シャルをどのように生かしていけるのかというのを具体的に専門的な民間事業者と話し合い

をしていきながら、最終的に民間事業者を誘導していく、そういう作業を本年度から３年間、

したがいまして、本年度は年度後半になりますけれども、本年度の後半と来年度、そして、

その次の年といったことで、３年間、そういったサウンディングのリサーチというものをさ
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せていただきながら、事業者の意欲といったものを引き出し、いこいの館であったり、ある

いは笠置町の持つ、さまざまな資源といったものを活用いただける。そういう具体的な仕組

み、あるいは投資といったようなものにつなげていきたいと考えております。 

  なお、サウンディングの調査に関しましては、京都府と笠置町と、そして国土交通省が共

同で作業に取り組みをさせていただきます。国交省のほうで既にそれを担う専門的な業者に

関しましても委託をされたと聞いておりますので、その業者との間で話し合いをさせていた

だきリサーチを進めさせていただきたいと、そのように考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。すみません、何回も。 

  もう１点、今の国交省の関係のサウンディング方式ですけれども、それは今度４月からで

きました未来づくりセンターとはどういう関係を持ってやっていくんですか。未来づくりセ

ンターは、こういう問題についてはノータッチになっているんですか。どうですか。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 西岡議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  国土交通省のほうで委託されたシンクタンクといいますか、そういう業者と京都府、笠置

町といった枠組みを基本として協議をさせていただきますが、京都府という枠組みの中に、

当然、未来づくりセンターの方々にも参画いただこうと、そのように考えております。やは

り笠置町というところを拠点としながらも、相楽東部のポテンシャルにどう光を当て、そし

て、それが笠置町を中心にどう生きていくかというような視点も大変重要でございます。せ

っかく相楽東部未来づくりセンターができたことでございますので、そういったところの知

恵と力をおかりしながら効果が出るように頑張っていきたいと、そのように思っています。

以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  先ほどの答弁を聞いていますと、私が認識しているのと若干違う内容が見受けられると思

うんです。そこで、ちょっと確認をしたいんですが、私が認識していますのは、指定管理と

いうのは最大として２年だと。その間に完全民営化に移行するために業者を見つけたいとい

うふうに聞いていたわけですけれども、今の答弁内容ですと、２年間はもう指定管理をやっ

ていくというのが、まるで前提のように聞こえました。私の認識が間違っているのか、２年

は指定管理を必ずやって、それ以降、民営化すると。期限については、これでいいのか。 
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  それから、先ほど指定管理料２，４００万円は最大であって、実際はやりとりの中で下げ

ていくというふうに言われましたけれども、それはあくまでやりとりの中で決まることなの

で、まるで下がることが前提のように言われていますが、そのような説明で本当にいいのか、

不正確なのではないかというふうに感じました。この点について答弁を求めたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの向出議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  指定管理、今のところ最大２年間というふうに言うております。同時に、西岡議員から御

質問いただきましたサウンディングによります民間の事業者の誘導といいますか、投資意欲

に関するリサーチを並行でさせていただきます。もし民間の事業者が大変意欲的で、すぐに

でもここに関して自分たちが全面的にやらせていただきたいというような御意向があれば、

２年を待たずして、そういった方向へ移行するということも可能でございます。できるだけ

民間の事業者を幅広く、可能性があるところに対しては意向をお聞きし、さまざまな笠置町

のポテンシャルについて知っていただくような機会を設け、できるだけ早く笠置町における

民間投資が積極的に展開されるよう頑張っていきたいと思っております。 

  それから、指定管理料でございますけれども、これも変な言い方なんですけれども、指定

管理者の応募要項自体、まだ案でございます。その案をいかようにでも修正できるという言

い方は悪いんですけれども、２，４００万円という表現が先行すると、やはりいろいろと支

障があるということであれば、指定管理料をあえて表現しないというやり方で他の自治体で

は指定管理者の公募をされておられるところもございます。最終的に事業者との間で指定管

理料というものを決定するわけでございますが、目安となる金額は幾らぐらいかというのは

内々に決めておく必要がございますので、今、２，４００万円というようなことを私のほう

で、これが上限ですということを申し上げておりますが、これが非常に大きなハレーション

を起こすというようなことであれば、その表現であったり金額であったりに関しましては、

今後、やはり実施要綱を定めて世に出す段階において、また検討する余地があるのではない

かと、そのように考えております。 

  あくまで２，４００万円を出さなければ業者が来ないということではなく、少ない指定管

理料であったとしても意欲のある業者というのは必ず見つけられるだろうと。現に、この間、

１０社ほど、実際にいこいの館に興味を持っているといったような事業者が来られまして、

いろいろな話をさせていただきました。指定管理料に話が及んだ場合に、特にそういう金額

に関して、大きな金額を言われる業者さんというのは少数でございましたので、そこらあた
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りでどれぐらいが本当に指定管理料として適当なのかどうかは、また皆様方と協議をさせて

いただいて、その目安となる金額をある程度設定できればなというように思っております。

以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  期限の２年というのは最大ということで、できるだけ早く移行するということで答弁をい

ただきました。その点は了解をいたしました。 

  それで、大事な点なんですけれども、先ほど、稼ぐ施設としてやっていきたいと。もちろ

んそれは最大一番いい理想な形だというふうに自分も思うわけですけれども、ところが、

２０年、今まで運営してきて、最初の数年は黒字でしたけれども、赤字がずっと続いた状況。

これがどうして指定管理者にして民営化を目指せば解決するのかという根拠が全然示されて

いない。例えば、市場的に非常に難しい状態にあるのか、そうでなくて経営の中身がまずか

ったから改善すればできるんだというふうな立場に立つとしても、町が経営のプロではない

としても、もう少し具体的な数字も含めた、なぜ成り立ち得るのかという一定の根拠という

ものが、これまで明確に示されていない。一体どのように考えて、これまでずっと赤字やっ

たのが、十分に今後稼ぐ可能性のある施設だと判断をしているのか。その点をやはり明確に

していただきたいと思いますので、答弁を求めます。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの向出議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  稼ぐ施設として、やはりいこいの館を再生するに当たって、なぜ稼げなかったのかという

ようなところ、どこに問題点があったのかというところ、それをどう認識していくかという

ことでございます。 

  先ほど、現在の委託業者でありますコモンズ、土埃といった方々と、一定の回数でござい

ますけれども、お話し合いもさせていただきました。共通した認識に関しましては、この部

門を改善すれば収益は伸びますといったことを明確に言われておるのが共通認識でございま

す。また、私自身も、最近でございますけれども、いこいの館に関心のある各事業者様、

１０社ほど町に来ていただきまして、いこいの館を実際に見ていただき、いろいろな意見交

換をさせていただきましたところ、温泉施設としては一定の評価をいただいております。こ

のままでも十分温泉施設としてはやりようによって利用者はふえるでしょうと。ただ、近傍

に大変強い施設といいますか、集客力の高い施設があるので、大幅な増というのは見込めな
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いけれども、これまで営業していなかったエリアに対する営業努力等により、一定の入館者

の増は見込めるといったような評価もいただいております。 

  そしてまた、そういった事業者様の共通した経営改善のポイントというものをまさにピン

ポイントで御指摘いただいているのは、先ほど土埃、コモンズと認識を共有したところと全

く一緒でございました。それは、飲食部門をいかに強化できるか、いかに改善できるか、そ

こが即効性のある収益の増加につながるというお答えをいただいております。ぜひ次の段階

では飲食部門を強化するために、物理的環境も含めて改善のポイントとして強化していきた

いと、そのように考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  私は、先ほど質問したんですが、有限会社わかさぎの処理について、どうするんやという

ことで、一応、町長であり、また社長である方にお問い合わせしたんですが、返答がありま

せん。どうするんですか。 

  それと、町長の回答の中で、観光という言葉を発言されました。笠置の観光は、どこを指

して言われるのか、お答えください。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 指定管理者制度を適用していく上で、その施設は町の所有でなければな

りません。そういうことにおきまして、わかさぎを解体して町の所有にしていく作業が必要

でございます。そのために、順次相談をさせていただきながら、わかさぎを解体していく。

そのようなつもりでございます。 

  笠置の観光はどこだとおっしゃられますけれども、観光に来られるニーズの方はいろんな

方がおられます。笠置山に行かれる方も、河原に行かれる方も、お寺を訪ねる方も、いろん

なニーズを持って来られます。笠置にとって、ここが観光というのは、指定はしづらいこと

でありまして、その方がその目的で来られるところが私は観光地だと思っております。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） 私は、わかさぎをいつまで続けるのかと。あなたは社長であって町長な

んでしょう。指定管理者が終わると、すぐこれは進んでいくのか。閉館するのか、閉めるの

か、それをはっきりしてもらいたいんです。あなたは社長であると同時に町長ですから、有

限会社わかさぎは、いつの期日をもって会社をなくすのか、それをお聞きしているんです。 

  それと、観光という言葉の中で、あなたは笠置町のどこを観光としてＰＲしたいんですか。
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客が来たニーズによってという発言ですが、それで本当に今の状態で通るんですか。もっと

真剣に具体的に説明してもらいたいんですが、どうですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 有限会社わかさぎをいつ解体を始めるかという御質問でございますけれ

ども、今、この指定管理者制度が、まだ上程させていただいている状況でございます。これ

がどのように皆さんに同意をしていただけるのか、そういうことも勘案しながら、有限会社

わかさぎの処理については考えていかざるを得ない状況だと考えております。 

  笠置の観光はどこだと言われることについては、春なら河川敷の桜を案内いたしますし、

秋にはもみじ公園のもみじを案内させていただきます。また、歴史的な資源もたくさんござ

いますので、その方が何をもって笠置に来られたかをお聞きして、それならここへ行かれれ

ばそういうことに出会えますと、そういうふうな案内をさせていただいておりますし、観光

というのは、一年中そこと決めるんじゃなくて、季節折々、その人の来られるニーズによっ

て観光地というのは変わっていくものだと私は理解しております。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  今たまたま観光という言葉が出ましたけれども、町長、観光とはどういうことか御存じで

すか。私も何年か前に京都の観光未来塾に１期生として行きました。このことは副町長も御

存じです。観光未来塾、ひこにゃんの話とか、それから小布施の話、今、北斎の話とか、い

ろんなことを聞きました。結局は、究極的に観光に来るということは、物を落としてもらう

んですよ、お金を。今、笠置でほかに落としてもらうところはあるんですか。我々の３０年

代、４０年代やったら、あの通りはずっと店屋で、観光に来られた方はみんな、いこいの館

はなかっても、年間どれだけの物が売れましたか。今はそういう店もないし、今は外国人と

か、大阪とか京都とかいろいろありますけれども、観光と一概に言われるけれども、物を買

ってもらわないと、観光というのは、何ぼ桜がどうやとか、もみじがと言うたって、笠置に

金が落ちるんですか。ごみとかトイレだけですよ、落ちるのは。お金を使ってもらわなあか

んのですよ。今、外国人もどんどん、笠置にはどうか知りませんけれども、きょうの新聞で

も地価の評価額も出ましたけれども、伏見の稲荷なんかでもやはり大分地価が上がっている

みたいですね。あそこは物すごく客が来られております。観光というのは、やはり物を売っ

て何ぼですよ。それでまた町民からは税金をもらうんです。そういった資源が笠置にありま

すか。 
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議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 笠置町に観光にたくさん来ていただいてもお金を落としてもらわなけれ

ば何ら意味がない、そのようなお考えには私もある程度同感をいたします。そういう仕組み

をつくりたいという思いで、今、地方創生に取り組んでおるわけでございます。拠点整備も

そうですし、また駅のテナントの整備をさせていただいたのも、そのとおりでございますし、

いこいの館も再生していくよりも外から人材、お金を呼び込んで、経済が笠置で回るような

仕組みをつくり上げたい。そういうような思いで今、事業に取り組んでおると。そのように

御理解をしていただきたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 答弁が具体的じゃないんですけれども、先ほど来言っているように外国

人とか、私も大阪とか京都市内にも行きます。やはり物すごく爆買いですよ。大阪なんかは、

もう本当に薬問屋みたいに薬がどんどん流れます、薬屋が。やはり物を買ってもらう、この

ことをきょうここで言うのはちょっと申しわけないんですけれども、マツヤマ薬局さんもこ

の通りにおられました。どういうわけか知らんけれども、９月末で閉めるとおっしゃったけ

れども、また撤回されたそうなんですけれども、商売というのは、やっぱり通りにあって、

ちょっと寄ろうかとか、我々も奈良で三条通りであちこちへ行って店をぶらぶらして寄るん

ですよ。笠置にはそういうところもないんですよ。まず、それじゃ、観光やったらどういう

ように整備されるんですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 笠置町にお金をどうやって落としていけるか、そういう仕組みをつくっ

ていくかということだと思います。先ほども申しましたように、笠置町には、まちづくり会

社というのを設立をいたしました。そういう方々と官民共同して、空き家を借り上げて、ま

たテナントを起こしたり、そういうことも順次やっていきたいと。そのようには考えており

ますし、また、さっきも申し上げましたように河川敷、いこいの館、そこら辺でもまた、い

こいの館におきましてもマルシェとかイベントとか、そういうものを呼び込んで、お金を落

としていただける仕組みをつくり上げていきたいと、そのように考えています。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。松本君。 

７番（松本俊清君） ちょっと今の答弁でお聞きしますけれども、町長は河川敷という発言を

されましたね。それについてちょっとお尋ねしたいんですが、河川敷は社団法人がやってい

るんです。その位置づけはどのようになっているんですか。 
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  それと、客数ははるかに河原のほうが多いですよ。先ほど具体的という説明がありました

けれども、あそこの客のほうが人数が非常に多く来ていますよ。そういうものを取り入れる

とか、そういう環境は説明がなかったんです。ただ、町長にお聞きしたいのは１つだけです。

回答をもらうんですが、この社団法人と契約をされていますね。国土交通省から町が、町が

社団法人、その契約はどうなっているんですか。あそこにキャンプ場管理という文句はうた

ってあるんですか。ちょっとお聞きします。ただ、うたっていないのにそういうところの客

をどうこうという話じゃないと思うんです。それをちょっとだけ回答してください。 

議長（杉岡義信君） 松本議員、大分それてきているんや、こっちへ。余りそれたら、またあ

んたが気に食わん答弁が出てくるかもわからんので。 

  ほんで、今の答弁、町長はできるのか。それでもう本筋に戻してください。もう横へ行か

んと。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 今、笠置町と観光笠置が交わしている契約書につきまして、十分周知し

ていないのが事実でございます。申しわけありませんけれども、すぐ精査させていただきま

して御報告させていただきます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  議題からそれているということになるんですけれども、町長が答弁された観光という言葉

が出たから、私はそういう面から質問させてもらったわけです。ただ、道にはそれてないと

私は思います。そして、きょう最初に発言しました。ここは、先ほどと同じことを言うんで

すが、京都新聞で町長が十二分に説明すると報道されていますね。間違いないですかと私は

問いただしました。しかし、町長の説明よりも副町長の説明が多いんじゃないですか。私は、

この点については物すごい遺憾に思うんです。町長みずからこの第２６号議案をどうするか

ということをもっと真剣に考えてもらわないことには、新聞、マスコミをどのように皆さん

は思われているか。皆、期待しているんですよ。町長の言われたように、十二分に説明する

となっていますよ。何回も言いますけれども、副町長と町長は違うんですよ。その点をあな

たはどういうように思っているんですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 私と副町長の間では、こういう質問に関しては私がします、これに関し

ては副町長がしてくださいと、そのようなすみ分けをさせていただきまして、その質問質問
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に順次答えさせていただいています。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  それじゃ、最後に観光のことでもう１点だけお聞きしたいんですけれども、町長、例えば

…… 

議長（杉岡義信君） 違うと言うているやないか。 

５番（大倉 博君） ３回目や。町長は観光、観光と言われるけれども、それでは我々の旧道、

八丁坂なんかは年に何回登られておりますか。八丁坂に登られたことはありますか。現況を

見られたことはありますか。イノシシとか、竹がこうなってとか。それと、もう一個、観光

のことを言えば、産業会館の横にある東屋を見られたことはありますか。あれが観光の東屋

ですか。以前から私もトイレのことを言っていますけれども、飛鳥路のトイレなんかもどな

いなっているか御存じですか。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） わかりました。以上。 

  とにかく観光のことが出てましたので、観光の拠点とおっしゃるので、そういった質問を

しました。それに今後どうですか、観光のほかにもっと整備することがあるでしょう。いこ

いもしかりやけれども、どうですか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 公園の東屋の屋根の修復につきましては、今回の補正で予算計上させて

いただいております。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） まだちょっと、八丁坂は年に何回登られたかどうかと聞いているのに、

それの答弁をもらっていない。 

議長（杉岡義信君） 八丁坂はまた一般質問でしいさ。町長。 

町長（西村典夫君） 八丁坂はことしは登っておりません。 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終結してもよろしいですか。松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  時間もたっていますので、ここで一時休憩をしたらどうですか。提案します。 

議長（杉岡義信君） もうなかったら終結をとりたいんやけどな。 

  ほかにまだありますか。どうですか、皆さん。大倉君。 
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５番（大倉 博君） 松本さんが言われたように休憩されたらいかがですか。 

議長（杉岡義信君） それでは、休憩するという方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。 

  暫時休憩します。 

休  憩   午後０時４０分 

再  開   午後１時４５分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第２６号、笠置町いこいの館の設置及び管理に関する条

例全部改正の件は、本会期内においての審議が不十分であり、閉会中もなお審議が必要なた

め、いこいの館運営対策特別委員会に付託したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議あり」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 異議がありますので、挙手によって採決します。 

  議案第２６号は、いこいの館運営対策特別委員会に付託することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、議案第２６号をいこいの館運営対策特別委

員会に付託することは可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第２、議案第２７号、平成２９年度笠置町一般会計補正予算（第

２号）の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第２７号、平成２９年度笠置町一般会計補正予算（第２号）の件に

ついて提案理由を申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出総額１３億９，９１４万４，０００円に歳入歳出それぞれ

２，８２２万２，０００円を増額し、歳入歳出総額を１４億２，７３６万６，０００円とす

るものでございます。 
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  主な内容は、わかさぎ維持管理運営交付金として１，４００万円、高度情報ネットワーク

機器関連に１６２万５，０００円、お茶の京都博負担金８０万円、災害復旧費６０万円など

を計上しております。 

  財源といたしましては、基金からの繰入金や国庫及び府支出金、町債などを充当しており

ます。御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、議案第２７号、平成２９年度笠置町一般会計補正予算（第２号）につきまして、

総務財政課からは歳入と総務財政課及び企画観光課所管の歳出について説明させていただき

ます。 

  まず、歳入から説明させていただきます。 

  １０ページをお願いいたします。 

  １０ページ上段から、９款地方特例交付金、これにつきましては２万４，０００円を減額

としております。交付額の確定によりまして減額とし、４万８，０００円となるものでござ

います。 

  １０款地方交付税につきましては、普通交付税の交付見込み額を算定いたしまして

５，０００万円を増額としております。 

  １３款国庫支出金、国庫補助金は、総額３８万１，０００円を増額しております。総務費

国庫補助金、総務管理費補助金におきましては、番号制度のシステム改修に係る整備補助金

として５万７，０００円、民生費国庫補助金のうち社会福祉費補助金の２７万円は、障害者

総合支援事業費補助金、老人福祉費補助金といたしましては、介護保険事業費補助金として

計上させていただいております。 

  １４款府支出金、２項府補助金は、合計で８７万２，０００円を増額としております。 

  １０ページ下段、民生費府補助金におきましては、不妊治療等の給付費に助成するための

補助金といたしまして１０万円、ページめくっていただきまして、地域包括ケア総合交付金

といたしましては５２万８，０００円を増額させていただいております。 

  ４目の農林水産業費府補助金は、森林整備地域活動支援事業費といたしまして、事業費と

事務費を合わせて２４万４，０００円の増額となっております。 

  中段、３項委託金、総務費委託金におきましては、統計調査費で交付額の内示があり、

２，０００円の減額となっております。 
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  １６款寄附金の指定寄附金ですが、ふるさと納税で御寄附いただきましたものをこちらに

計上させていただいております。９９万円の増額で合計１００万円としております。 

  １７款繰入金、基金繰入金は、高度情報ネットワークの整備事業に係る事業費に充当する

ため１３０万円を繰入金として計上しております。 

  １２ページになりまして、１つ飛ばしまして、ふるさと基金繰入金につきましては、いこ

いの館の維持管理交付金に充当するため１，４００万円を増額しております。上の財政調整

基金繰入金に関しましては５，６００万円を減額しておりますが、こちらは当初予算で財源

不足となっておりましたが、交付金、補助金等で内示があったりしておりますので、

５，６００万円を減額して財源振替をしております。 

  １８款繰越金ですが、９０万１，０００円減額となっております。先日の議会において

２８年度決算認定いただいておりますが、繰越金を当初見込んでおりましたものから減額し、

これは財源留保としております。減額となっておりますが、総額ではまだ１，０００万円近

くの繰越金となる予定でございます。 

  ２０款の町債は、総額で１，８４９万７，０００円を増額しております。臨時財政対策債

につきましては、借入額の確定によりまして、当初より４０万３，０００円を減額しており

ます。総務債につきましては、当初予算で歳出のほうを計上させていただいておりますが、

庁舎の耐震診断業務の委託費に充当するために、緊急防災・減災事業債を６４０万円、街な

み環境整備事業に充当するために、公共事業等債３０万円を増額し、反対に過疎対策事業債

につきましては、ソフト事業の精査等により１２０万円を減額しております。教育債につき

ましては、笠置小学校の給食室改修、また中学校の校内ＬＡＮ整備に係る事業に充当するた

め、過疎対策事業債で１００万円、緊急防災・減災事業債につきましては、笠置小学校のの

り面改修に充当するため１，１８０万円を計上しております。最後、災害復旧事業債の

６０万円につきましては、８月の台風被害の復旧工事に充当するための６０万円でございま

す。以上、歳入のほうになります。 

  続きまして、１３ページからの歳出の説明をさせていただきます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費です。共済費につきましては、臨時職員の

労災保険に充当分といたしまして２万円を増額しております。 

  少し飛びますが、１３節委託料といたしまして、番号制度の対応計画を策定するために

３２４万円を計上しております。これは、個人情報の取り扱い状況の点検業務を委託するも

のとしております。また、その下の民事事件解決法律事務委託というものは、土地の賃貸借
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をめぐり民事訴訟が起きましたので、それに対応するための費用といたしまして３２万

４，０００円を計上しております。 

  負担金補助及び交付金のうち、ＴＲＹ－Ｘシステム負担金となっておりますが、これは庁

舎の基幹業務システムの負担金といたしまして１９万６，０００円で、介護保険法の制度改

正や社会保障と税の番号制度に対応するための負担金となっております。また、マイナンバ

ー負担金につきましては、中間サーバーの利用負担金としての３２万６，０００円を計上し

ております。 

  旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費につきましては、全て減額の補正

で計上させていただいております。負担金のほうにＪＲ関西本線沿線地域公共交通活性化協

議会の負担金といたしまして３４４万９，０００円を計上しておりますが、当初予算におき

ましては旅費以下減額としておる費目それぞれで予算を計上しておりましたが、４月に法定

協議会が発足し、そこに対する負担金を支払うという形に変更となりましたので、予算の組

み替えを行っております。 

  続きまして、３目財政管理費につきましては、歳入でも説明させていただきましたふるさ

と納税として御寄附いただきましたものを積み立てる予算となっております。 

  ５目財産管理費、需用費は、庁舎内の高圧受変電設備内のブレーカーの取りかえ修繕や誘

導灯の修繕等を行うために１０６万７，０００円修繕費を計上しております。役務費にいた

しましては、庁舎等保険料の不足分４万５，０００円の計上となっております。 

  ６目企画費、職員手当１０１万４，０００円と共済費につきましては、嘱託職員の採用を

いたしましたので、その者に対する人件費となっております。需用費につきましては、修繕

料といたしまして３０万円を計上しております。御指摘いただきましたサテライトオフィス

や移住・定住プラザなど小修繕に係るものを計上させていただいております。負担金補助及

び交付金につきましては１，４００万円、有限会社わかさぎの維持管理交付金として計上い

たしております。 

  ８目防災諸費につきましては、戸別防災無線の受信機を購入する費用として７７万

８，０００円を計上いたしております。 

  ９目通信施設管理費で、総額１６２万５，０００円の計上をしております。８月に高度情

報ネットワークの機器にふぐあいが生じ、住民の皆様には多大な御不便をおかけいたしまし

た。その機器を交換するための備品購入費の９７万７，０００円と設定のための委託料、そ

れから、その保守費用といたしまして６４万８，０００円を委託料で計上いたしております。 
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  ページめくっていただきまして、１５ページの上段、統計調査員確保対策事業費につきま

しては、歳入のほうでも言いましたように交付額、委託額が確定いたしましたので、

２，０００円を減額調整でしております。 

  続いて、１６ページ下段、６款商工費をお願いいたします。 

  商工費では２０９万３，０００円の総額で増額いたしております。 

  ３目観光費におきましては、１１節需用費で観光パンフレット増刷のために増額をさせて

いただいております。１９節負担金補助及び交付金の８０万円につきましては、１０月に開

催されますお茶の京都博の分担金といたしまして増額させていただいたものでございます。 

  続いて、１６ページ下段、最終ですね。４目産業振興会館費につきましては、需用費にお

きましては、屋根からの水漏りの応急対応と、それから消防設備点検で指摘されました不良

箇所の修繕費といたしまして計上させていただいております。備品購入費につきましては、

小型の掃除機の購入費として２万４，０００円の計上となっております。 

  最終、１７ページをお願いいたします。 

  ９款教育費、教育総務費、補正額はございませんが、歳入のほうで地方債の借り入れ等が

ございましたので、財源振替を行っております。以上で総務財政課と企画観光課分の説明を

終わらせていただきます。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

地方創生担当参事兼保健福祉課長事務取扱（東 達広君） 失礼いたします。 

  保健福祉課が所管します歳出予算について御説明申し上げます。 

  １５ページの中段、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費で７４万円の補正

を計上しております。内容は、委託料のほうで５４万円、障害者支援システムの改修でござ

います。これはＴＲＹ－Ｘの基幹に入っておりません単独のシステムでございまして、法改

正等々の改修費用でございます。 

  扶助費のほうで２０万円、これは町の創生戦略の中にもありました子育て環境の中で、京

都府の助成制度等を活用して、この機会に計上させていただいたところでございます。入の

ほうで、府の補助金のほうで１０万円を見ている事業でございます。 

  それから、４目老人福祉費については５３万６，０００円の計上でございまして、内容は

委託料のほうで５２万８，０００円、これは総合ケア交付金ということで、来年度４月から

本格稼働いたします介護の総合事業に向けた取り組みを充実するものでございます。内容は

介護予防サポート養成事業、これは２８年度も実施しまして、約１６名に講座を受けていた
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だいたところですが、本年度におきましても拡充等々計画をするものでございます。それか

ら、相楽東部認知症初期集中支援事業、これも総合メニューの一つでございまして、東部

３町で、この認知症初期集中チームを立ち上げます。その試行を２９年度でやると。本格稼

働は３０年４月からというふうなところでの予算でございます。 

  それから、３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、２目保育園費、合わせて

１４万８，０００円の補正をお願いしております。それぞれ需用費、役務費等分かれており

ますが、本年度の消防設備点検によりまして、児童福祉総務費ではスマイルのほう、それか

ら、保育園費は保育所のほうで消火器の入れかえ、それから感知器の取りかえ等々で計上し

ているところでございます。 

  それから、１６ページに入りまして、４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費３０万

７，０００円を計上しております。この中で、１３節委託料につきまして２７万

４，０００円を計上しておるところでございます。これは、定住自立圏、伊賀市、それから

南山城村、笠置町が１１月をめどに開始を予定しております救急相談ダイヤル２４という事

業を実施いたします業務負担金でございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 建設産業課が所管します歳出につきまして御説明いたします。 

  １６ページをごらんください。 

  中段、５款農林水産業費、林業費、林業振興費、総額で２４万４，０００円を計上してお

ります。１１節需用費で４，０００円の補正をお願いしております。内容につきましては、

森林整備地域活動支援交付金の申請事務等の経費に事業費の１．９％が補助対象となります

ので、事務消耗品費として４，０００円の増額を行っているものでございます。 

  次に、１９節負担金補助及び交付金で２４万円の補正をお願いしております。内容につき

ましては、森林整備地域活動支援交付金の平成２９年度森林経営計画の作成促進活動の実施

見込み面積等が確定いたしましたので、補正計上するものでございます。なお、歳入でも事

務費を含みまして林業費の府補助金として同額の補正を行っております。 

  次に、１７ページをごらんください。 

  １３款災害復旧費、公共土木施設災害復旧費、道路橋梁災害復旧費、１５節工事請負費で

６０万円の補正をお願いしております。内容につきましては、過日の８月５日から８日にか

けての台風５号の豪雨によりまして、有市根台地内の里道路肩のり面の崩壊がありましたの

で、その復旧工事費として計上するものでございます。以上でございます。 
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議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  まず、ちょっと確認ですけれども、１２ページ、教育債で緊急防災・減災事業債で

１，１８０万円、先ほどの説明で、これは小学校ののり面の工事ということでしたけれども、

こののり面工事というのは当初予算で計画されていました。工事は、私は梅雨時期までに早

くやってもらうようにということで、連合議会でも言うていましたけれども、それのことで

すか。これはなぜ補正で上がってきたのか、その理由を説明してください。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。西岡議員の御質問にお答えさ

せていただきます。 

  事業費といたしましては、連合の当初予算、それから町の当初予算に負担金として計上さ

せていただいておりました。連合でも御指摘いただいた梅雨時期までにということでしたけ

れども、当初予算成立後、事業の設計等、それから地盤の調査等をされて、まだちょっと事

業にはなかなかすぐにできなかったということで聞いております。台風シーズンまでにとい

うことでしたけれども、そちらもちょっとずれてきているというふうに聞いております。 

  今回補正で上げさせていただいたというのは、緊急防災・減災事業債というものが充当で

きるということになりましたので、財源の振りかえを行わせていただいております。それま

では、ですから一般財源として上げさせていただいていたものだったんですけれども、特定

財源として組み替えたというものになっております。事業費全体としては変わっておりませ

ん。地方債が充当できるとなりましたので、その財源振替ということでお願いいたします。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  １４ページ、企画費の区分１１需用費、修繕料３０万円、この内訳をお聞きしたいんです

けれども。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  企画費の需用費の修繕料３０万円ですが、先日、議会の総合常任委員会のほうで御指摘い

ただきました内容、御説明させていただいたと思いますが、その中で、応急の早いうちに対

応ができるものということで３０万円を計上させていただいております。説明させていただ

いたときにも、業者等のやりとりも必要やということもあり、こちらのほうで簡単に直せる
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ものもあるということで、とりあえずという言い方では申しわけないんですけれども、早急

に手をつけられるものからと思いまして３０万円を計上させていただきました。以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 僕の質問は、どこを直すのかという質問であります。でもって、僕も建

設業に携わっていますので、あれなんですけれども、瑕疵担保というものは存在しないんで

しょうか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 申しわけありません。業者等につきましては、

先日言っていただきましたように、瑕疵担保としてもある可能性もありますので、そこらは

調整させてもらって確認させていただきたいと思っております。 

  建物といたしましては、平成２８年度に整備いたしましたサテライトオフィス、それから

お試し住宅、それから移住・定住プラザ、ここに係ります小修繕に係るものでございます。

以上です。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  常任のほうでどこがどうだという資料は行政のほうに提出しているので、それに対してど

こを直すからこの値段というのが出てきて当たり前かのように思うんです。なぜそれが瑕疵

担保以外なのか説明する責任というのが行政にはあるかと思うので、その辺もセットで、な

ぜ瑕疵担保が適用されないのか、小修繕なのか、また全く違うところを直すのか、全く見え

ないんです、金額だけでは。だから、その辺の説明はやはり欲しいなと思います。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。坂本議員の御質問、そのとお

りで、うちのほうで先日回答させていただいた内容で、例えば施工業者にしていただける分、

それからこちらのほうで単独でしないといけない分という整理が、まだできておりません。

この後、見積書なりをとったり、施工業者、それから設計会社等と調整をしながら進めたい

と思っておりますので、施工業者のほうでやっていただけるものはそちらにお願いしたいと

考えております。 

  説明がちょっと不足なのかもわかりませんけれども、できるだけ、建物が建ってまだ半年

のことですので、そういうふぐあいについては設計会社、それから施工業者含めて確認させ

ていただきたいと思います。以上です。 
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議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 最後です。予算化するのであれば、もうちょっと根拠立てて話をしてい

ただけるようにすると、議員含め町民にもわかりやすく理解してもらえると思いますので、

その辺は努力していただきたい。もう答弁は結構です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、坂本議員から質問ありました同じページなんですが、１４ページ。ここで

１，４００万円という金が一応出ているんですけれども、この内容をお聞かせください。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 松本議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  １，４００万円に関しましては、有限会社わかさぎに対する経営支援ということでござい

ますけれども、具体的な内容に関しましては、受託をしておりますコモンズという会社に対

する、これまでかなり支払いが滞っているということでございまして、いわゆる累積債務が

ございます。その累積債務を９月末をもって解消したいということで、累積債務に係る金額、

さらにそれ以外に、支払いが確定しておりますけれども、９月末までに収入との関係で支払

いが不可能になるであろうという金額の合計金額が１，４００万円ということでございます。

以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  今、コモンズという形であれがあると。赤字で補塡せんなんということになっているんで

すが、私が言うたのは、１，４００万円の内容を教えてくださいということなんです。しか

し、この概要だけでは１，４００万にならないと思います。その点、どういう気持ちでお答

えされているんですか。私は１，４００万に対しての内容を教えてくださいと言うているん

ですけれども、よろしくお願いします。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 松本議員の質問にお答えいたします。十分な答弁ができなくて申しわ

けございません。 

  １，４００万円と申しますのは、９月末をもちまして、いわゆるコモンズ等委託業者との

契約が一旦終了するということでございまして、その契約が継続しておれば、その後の収入

によって支払いも可能になる金額もあるわけでございますけれども、９月末でこれまでの契
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約業者との委託関係が一旦終了いたしますので、それに伴いまして、９月末で支払いをすべ

き金額をお支払いする。 

  なお、それに関しましては、実は収入をもって本来充てるべきでございますけれども、こ

れまでいろいろと御指摘いただいておりますように、収入額をもって支出というものを十分

賄える状況ではございません。収入と支出の差額が１，４００万円あるということでござい

ます。 

  内容に関しましては、先ほど申し上げましたコモンズに対するこれまでの累積いたしてお

ります債務の金額が合計約８６８万５，０００円ほどございます。その他のコモンズ以外の

累積しております債務、つまり請求書をいただいておりながら、これまでの収入で未払いと

なっていた分を９月末でもって清算をさせていただきたい。それに関しましては、電気代、

水道代、燃料費、浄化槽のメンテナンス等のお金、合計５０５万円という金額になっており

ます。 

  なお、あくまでこれは今後の収入の状況によって、この債務をできるだけ弁済できる努力

はさせていただきますけれども、最悪の場合、それらが収入によって賄えないということが

大いに考えられると。現状の収入見込みからは、これだけの金額を支払いということで９月

末でもって清算することは困難であるということに鑑み、合計１，４００万円ということで

今回お願いするものでございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  この１，４００万円については、前回のときには７００万円ぐらいだったと思うんです。

しかし、なぜ９月になって倍になったのか。そこに理解に苦しむところがあります。支払い

請求が来ているのに支払えない。そうすると、ほかの業者の契約はどのようになったのか。 

  それで、８月３０日にいただきました資料の中からちょっとお聞きしたいんですが、コモ

ンズにつり銭２０万円立てかえ金、これはどういう金ですか。１カ月で２０万円もコモンズ

に借りる必要があったんですか。そういうところをどう考えられているのか。残り５００万

円ほどのあれがありますね。その内容は何だったんですか。そういう点が我々には全然わか

らないんです。早く言うと、有限会社わかさぎよりほかのほうで５００万円出ていますね。

一応これは予定ですけれども、その内容は何だったんですか。もう少し詳しく説明をお願い

します。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 
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副町長（青柳良明君） ただいまの松本議員の質問でございますが、つり銭の２０万円、これ

は毎月の２０万円ではございません。お客様から入泉料をいただくときに１，０００円をい

ただき、入泉料が８００円であれば２００円の現金をお返ししなければならない。実はその

業務をコモンズのほうでお願いしておりまして、実際のところ一定額がたまれば現金のやり

とりでこれは精算をしてまいりました。 

  ただ、９月末の状況で、現金でこの分を清算できるかどうかというのが、実のところ大変

厳しいといいますか、見込みが立たない状況であるということでございまして、その分を見

越しまして２０万円という金額を計上させていただいております。本来であれば、その都度

毎月２０万円を立てかえてもらっているんじゃなくて、現金のやりとりで精算をさせていた

だいているというのが現状でございます。９月末で現金精算がなかなかしにくいといいます

か、そのときの状況で現金精算として、多分コモンズさんのほうにはお支払いをしなければ

ならないつり銭額があるであろうということを想定して２０万円を計上させていただきまし

た。これは毎月そういう金額が発生しているというわけではございません。 

  それと、その他の累積でございます。これもおっしゃっておられるように、既に請求書を

いただきながらお支払いができていないということに関しましては、契約上、大変これも大

きな問題であると認識をしております。契約の内容の不履行であったり、さまざまな約定上

の問題点も起こっているというのが現状でございます。できる限りそういったところを一つ

一つ業者様に説明をさせていただいておりますが、どうしても困難であるという中で、支払

いを無理に引き延ばしをお願いしているという状況の中で、９月末をもって清算をさせてい

ただきたいという金額で上げさせていただいています。 

  具体的には、会計事務所に対する決算書でありますとか会計処理の業務委託料４１万円、

電気代といたしまして約１５０万円、水道代といたしまして約２００万円、燃料費、これは

灯油代でございますけれども、約６０万円、浄化槽のメンテナンス、洗浄といたしまして

５４万、合計約５０５万円ということで、とりあえずこれだけの金額が支払いできないであ

ろうということで現在残っております。 

  今後、収入が入りまして、これがどれだけ清算できるかというのは、なかなか見込みとし

ては厳しいものがございますけれども、残りの期間内におきまして収入を上げ、そして支出

の金額が極力減るように努力させていただきますけれども、見込みといたしまして、残念な

がら今後の収入見込みがそれほど大幅に見込めないというような状況の中で、今申し上げま

した合計額といたしまして約１，４００万円、詳しくは１，３５３万１，２８０円でござい
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ますけれども、約１，４００万円補正で計上をお願いしているというのが内容でございます。

以上でございます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  今の件ですけれども、二、三お聞きします。 

  昨年１２月に１，０９９万４，０００円が基金から組み入れられました。今回、まだ１年

もたたないのに１，４００万円、都合これで２，５００万ぐらいになる。これは９月までで

すから、１０、１１、１２か、まだあるから、もっとになるかもわかりません。今、松本議

員の答弁でいろいろ言っておられましたが、端的に何で１年もたたないのにまた

１，４００万円、年間で２，５００万円、今のところ、なぜこのような状態になったのか。 

  そして、この基金というのは、前から言っていますように館の改修とかそういったものに

使える基金です。私は当時、自治振興会に行って、こういう光熱水費とかそんなところに使

うものと違うと、これはどこで聞いたかって一緒ですよ。基金というのは、館とか悪くなっ

たところを直す基金であって、人件費とか光熱水費に使う基金じゃないんです。これは本来、

違反というか、そういう形に、以前から言っております。 

  だから、１年もたたないのに、松本議員のときに答弁されましたけれども、なぜ今このよ

うな状態になったのか、もう一遍端的に答弁願います。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 大倉議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  ９月の末でもって一旦契約関係が解消するに伴い清算を要するということでございまして、

この時点での累積債務の合計額が１，４００万円生じているということでございます。これ

が、例えば年度の末まで実は契約が継続していた場合に、収入の増加によって、この金額が

多少減になる可能性もなきにしもあらずでございますけれども、体質的に赤字が発生してい

るということに関しましては変わりはございません。 

  この原因は、とりもなおさず入館者数が伸びなかったということでございまして、コスト

といいますか、固定費は、実は入館者がふえようが減ろうがそれほど変わらないというのが

現状でございます。それはもう会社経営等を御存じの方は常識だと思うんですけれども、コ

ストが変わらないというところで、収入が減れば当然収支に差が出てきて赤字になるという

ことでございます。その収入を上げる努力というのが、やはり不足をしていたということが

基本的に挙げられるんじゃないかと思っております。ほかに、例えば天候が悪かったから客
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足が伸びなかったとか、いろいろ言いわけをしようと思ったらできるんですけれども、そう

いう言いわけじゃなくて、根本的に赤字体質にメスを入れ、収入を増加させるという基本的

な努力が足らなかったというのが全ての原因であります。 

  なお、コスト削減に関しましても、このコストが本当に必要であったかどうかに関しまし

ては、やはり次の展開を行うときには十分精査をするということで臨みたいと考えておりま

す。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  昨年１２月の議会で、西議員がこういった１，０９９万円のときの質問に対して、町長は、

毎月毎月の運営につきましては、交付金をいただかなくても運営をやっていけるように、こ

れから必死で取り組んでいくと答弁されました。 

  去年１２月から今まで、まだ１年たっていないんですよ。それで１，４００万円。どのよ

うに必死に取り組んで１，４００万円も赤字になっているんですか。どのように必死に取り

組まれたんですか。何を取り組まれたんですか。どうぞ。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 今回、わかさぎ維持管理交付金に１，４００万円もの大金をお願いする

ことに至りまして、本当に町民の皆様方に深くおわびを申し上げたいと思います。 

  去年の１２月に西議員に、交付金をいただかなくてもやっていける、そのような思いの発

言をいたさせていただきました。私は町長にならせていただいて６カ月目に更新の時期を迎

えました。それまで本当に深くまでメスを入れられたかということにつきましては、それは

不十分だったと思っております。大きな修理を行わなければ大体とんとんでいけるだろうと

も聞いておりました。 

  そういう中で、料理部門におきましては、料理長を置いていただき、右肩上がりに上がっ

ていくだろうという予測もいたしました。また、コモンズさんとの契約におきましては、入

館者に応じて委託料を変えていただく取り組みをいただきまして、そういうことを鑑みまし

て、何とかやっていけるだろうという思いを持ったわけでございますが、実際、スタートい

たしますとこのような結果になったことをすごく悪く思っていますので、町民の皆さんに対

して本当に申しわけなく思っております。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 
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  やはりこれから必死で取り組んでいくという答弁がないんですよ。必死で取り組んでいく

ということは、どういうことやったんですか。 

  例えば、私やったら、職員の方と月に一遍は懇親会を持って、いこいの館に行くとか、今

までやられたことはありますか。そういったこと、ほかにもあるんですよ。夏になれば、例

えば外でテント張ってビアガーデンをやるとか、そういうこともできるでしょう。 

  必死になっているというのは、もうけるということは、本当に商売というのはね。だから

個人でやっていたらほんまに必死なんですよ。人の金やからこういったことをできると思う

んですよ。だから本当に必死にならなあきませんよ。 

  今、端的にちょっとこんな細かいことを言いましたけれども、本当に必死にやられたこと

は何ですか。何もないんでしょう。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 必死にやったことはまるっきりなかったじゃないか、そういう御指摘で

ございます。私は、わかさぎ応援団というのをつくらせていただいております。その方々に

木の伐採や草の手入れなどをしていただいております。玄関に置きます大きな木が暗くなっ

ている原因になっておりましたので、皆さんに無理を言って、あの大きな木を５本ほど切っ

ていただきました。 

  そういうことにも取り組んでいただいておりますし、一人でも入館者の方をふやしたいと

いう思いで、風呂の日を設定したり、またホットサロンを設置していただいたり、おたっし

ゃくらぶをあそこでやっていただいたり、そういうふうな取り組みもやってきたわけでござ

います。一人でも多くの入館者を迎えたい、そういう思いでやってこさせていただきました。

けれども、こういう結果については、本当におわびを申し上げたいと思います。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  ちょっといこいの話からはそれますけれども、１６ページの先ほどちょっと説明がありま

した救急相談ダイヤル２４、これは前の説明では１０月１日からとおっしゃっていたのと違

いましたんかな。１１月１日ですか。 

  これは、伊賀市との定住自立圏の関係でやられる事業ですけれども、これが１０月１日か

らやったら、町民へのＰＲの徹底、周知、その辺はどのように考えておられるのか。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

地方創生担当参事兼保健福祉課長事務取扱（東 達広君） 失礼いたします。 
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  健康相談ダイヤル２４ということで、西岡議員の御質問のお答えを兼ねまして少々説明を

させていただきます。 

  実施時期につきましては、広報時期あるいは伊賀市との委託契約等々ありますので、実質

的には１１月１日とはちょっとお約束できないんですけれども、１１月中には業務開始とい

うふうな形を今想定してございます。 

  内容につきましては、本当に救急以外の健康に関する相談のフリーダイヤル、一般電話と

いうことで、健康づくり、健康管理、それから救急以外の自分の体の症状と対処、それから

精神的なメンタルヘルス、医者にかかるまでもないねんけれどもちょっと心配な点、妊娠・

出産・育児、家庭内介護とか、そういうふうな相談をお受けできるような体制を既に専門職

を置いた形で伊賀市が運営されております。そのサービスを当笠置町においても提供を受け

るというふうなサービスでございます。 

  詳しくは、重々住民周知の上、実施してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  １０ページの歳入として地方交付税５，０００万円とありますけれども、これでトータル

今年度７億１，０００万円ですけれども、今後、普通交付税がまたあるのかどうかは知りま

せんけれども、このままでいけば財政の硬直化がますます進むんじゃないかと思うんです。 

  先ほど来言っておりますように２７年度、２８年度は７億９，０００万の交付税ですね。

それ以前は大体７億１，０００万円、だからそこにまた戻るんです。そうすると実質公債費

比率なんかも上がってくるわけです。そして、将来負担比率も上がってきます。 

  そして、なぜ財政硬直化かといいますと、今年度は、例えば副町長の採用、職員２名の採

用、小学生の給食費、修学旅行費、それで今回補正予算で相楽東部広域バス予算、これが三

百何万円、これをトータルしたら、大分の予算になって実質公債費比率が上がってくるんじ

ゃないかと思うんですけれども、その辺、今後あるかどうかわかりませんけれども、交付税

の関係と実質公債費比率が上がる、財政硬直化の件の２点を答弁願います。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。大倉議員の御質問にお答えさ

せていただきます。 

  地方交付税につきましては、現段階での算定基準で積算しております。特別交付税は別途
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になっておりますが、普通交付税といたしましては、これぐらいの金額になる見込みでござ

います。 

  実質公債費比率なり財政の硬直化のことを言っていただきました。一般質問でも出してい

ただいている内容かと思いますが、昨年来、地方創生も含めまして事業を多くしております。

笠置町にとって、過疎債というものは交付税でも戻ってきたりしますので、有利ですので、

ほとんどそれで借りてはおりますが、今回上げさせていただいているような交付税への算定

が低い地方債もございます。これから上がっていく可能性は、ほぼあるだろうとは思います

が、将来にわたって負担の起こらないような有利な地方債を借り入れるとか、今現在持って

いるものも借りかえるなど、そういう形でできるだけ財政負担を少なくするような方策で進

みたいなと思っております。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） 来年度のことを言ったらあれなんですけれども、要望とすると、来年度

の予算は、今から要望しておきますが、めり張りのある予算編成をお願いしたい。前例踏襲

することなく、町民の方々が何を求め、何をすべきかよく考えて予算編成していただくよう

今から要望しておきます。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  先ほどのわかさぎの維持管理交付金なんですけれども、この１，４００万円の中にマイク

ロバスの契約にかかわる費用が含まれておったと思いますけれども、前に説明を受けた契約

がどうしても余りよくわからないというか、腑に落ちないので、再度ちょっと説明願いたい。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 坂本議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  マイクロバスにつきましては、現在、わかさぎ温泉いこいの館、つまり有限会社わかさぎ

としてバスを所有しているわけではございません。現在、自由に運行できるバスがないとい

うことで、一旦コモンズのほうにバスを、これは中古車として買っていただきました。 

  その中古車で買っていただいたバスにつきまして、月々の分割でこれをお支払いして、あ

と１６回分、合計８０万円少しが残っているということでございまして、バスを買っていた

だいた金額を全てお返しすることによりまして、このバスについては有限会社わかさぎの所

有ということになります。これにつきましては、先方とお約束をさせていただいている内容

でございます。以上でございます。 
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議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 僕の記憶が確かならば、前回の委託先ともそういう契約がなされていて、

バスが残っていないという事実があったかと思うんですけれども、なぜその事実があるのに

また同じような内容で契約がされているのか。昔も、所有がわかさぎだったのか、笠置町だ

ったのか、僕はそこまで確認をとれていませんけれども、バスが１台あって、それがかしば

のほうに払い下げられたのか何をされたのかわかりません。 

  その事実が一つあるのと、もしこの車が８０万円だったとしましょう。その辺の確認とか

はとれているんですか。ほんまは５０万円の車を百うん万円で売られているのかもしれない

とか、そういうことまで思わざるを得ないですよね。中古車の価値は誰が決めたのか。 

  前の町長のときの契約やという話やったと、この間、説明があったと思うんですけれども、

その辺もちゃんと精査されて、この契約書を引き継がれたのか。どうなんでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 前回のかしばさんがおられたときのバスが町からなくなったということ

につきまして、ちょっと私は存じ上げておりません。その辺については、また調べたいと思

っております。 

  今回のマイクロバスにつきましては、前課長のほうから大体１７０万円ぐらいのバスをコ

モンズさんが買っていただいて、それを月々５万円返していくという契約になっているとい

うことで聞いております。当初は百七十何万のバスを買ったということで、課長から聞いて

おります。後の残りが８０万円ということで理解をしております。 

議長（杉岡義信君） 坂本君。 

６番（坂本英人君） 先ほどの町長の答弁にもありましたけれども、必死に改善、改革、革命

を起こすような意志が伝わってこないというのが率直な感想といいますか、前者がこうやっ

たから私もこうやみたいな流れでしか聞けない。過去の話をするのは余り僕も好きではあり

ませんけれども、それを踏まえた上でこうなっているという事実。それで、御自身も議員で

あられた過去がありながら、その事実を知らないと。その辺は、限りなく解像度が悪い、透

明度が悪いように思います。 

  何の答弁を求めるというところも難しいような議論になってくるので、一方的な僕の意見

でしかないのかもしれませんけれども、やっぱりどこを切っても金太郎飴のように納得がい

かないわけですよ。先ほど付託された内容でもそうですけれども、いかんせん明るい未来が

見えにくいわけですよ、このままだと。１，４００万円の使い道も不透明なように聞こえる。
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過去の経過もわからない。じゃ、どこを向いて、いこいの経営を健全化させられるおつもり

だったのか。 

  いろんな取り組みはしたけれども、でも後半部分はできていませんと、先ほどの条例案の

ときはおっしゃった。でも、精いっぱいやったと。全く話の出口が見えないんですよ。つな

がらない。こっちでは一生懸命やりました。でも、こっちは手を抜きました。確かに町長、

同じ人間が発言されているんですよ。しかも、町長であり、わかさぎの社長である。すごい

絶妙な、嫌なバランスやとは思いますけれども、それを承知でその立場になられた。 

  その執行権者としての責任がどこで見えるのか。わかさぎの社長として見える部分が少な

い。町長として見える部分が少ない。じゃ、何を議論の場に上げればいいのか。正直、先ほ

どの回答でも僕は迷います。町長に何を聞けばいいのか。副町長に聞けばいいのか、担当課

長に聞けばいいのか。何がどうなったら、本当にあの新聞に書いてあるように議員だけじゃ

なく町民が納得できる説明、それをどういうふうに用意されてきたのか全く見当たらない。

その辺をどう思いますか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 私のいこいの館に対する説明が、しっかりすると言いながらも十分では

ないということだと私は思っております。 

  私も私なりに、いこいの館の現状だとか仕組みだとか、いろんな勉強をさせていただいて

まいりました。その中で、私の知っている範囲での答弁は一生懸命させていただいたと、そ

のように捉まえております。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  今、マイクロバスの件が少し出ました。前回の話というのは、記憶では、わかさぎのほう

からかしばさんのほうに譲渡をしたということになっていたと思います。それで、かしばさ

んとの契約が切れたときに町は返却を求めたところ、しかし譲渡ということになっていまし

たので、そのままかしばさんのほうが持っていったという形になったんじゃないかと記憶し

ているわけです。それは前回のことなんですが、今回、コモンズさんが購入して、そのバス

をわかさぎが借りるという形で、借り賃として支払いをして、全部の支払いが終わったら所

有権が移るということになっていますが、やはりこれは相当不自然な状態ではないかという

ふうに感じるわけです。 

  要するに、お金を払っているにもかかわらず、所有権は払い終わるまではコモンズが持っ
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ていると。わかさぎが中古のバスを直接買って、毎月月賦の形で支払えば、所有権はわかさ

ぎが持つ状態になるわけですね。本来はそうあるべきであって、こんな不自然な契約をして

いるというのは問題ではないかというふうに感じるわけです。それは前町長時代の契約です

から、契約は守らないといけないというところで、今すぐの変更ということはできないとい

うことは理解できますけれども、今後、こういう形のことは好ましくないと思いますので、

こうした不自然な形じゃなく、もっと自然な形での契約をしていくということをやっぱり意

識的に持っていただきたいと思うわけです。その点について、認識を今後どういうふうにし

ていくのか、答弁を求めたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） こういう契約をするに当たりまして、また特別委員会などに、こういう

契約をしていきたいということは都度都度御相談を申し上げまして、契約を交わしていきた

い。そのような取り組みをしなければならないと感じております。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  １３ページのＪＲ関西沿線地域交通云々とかいう３４４万９，０００円。こういったパン

フレットが、１０月２日から運行するというのが、たしか８月末に配られたと思うんですけ

れども、これを今、今議会で提案され、審議されているという。なぜこんなパンフレットを

先に配られるんですか。これがもし否決されたらどうされるんですか。これは議会をどう思

っておられるのか、私はもう不思議でしようがないんですよ。 

  もう３点しかないから、それと、これの３カ町村の分担金はどうなっているか。 

  そして、これは１０月から半年で３４４万円ですけれども、例えば来年の４月になれば、

１年になれば、この倍の６８８万円とかになる予定なんですか。その辺はどうなんですか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。大倉議員の御質問にお答えさ

せていただきます。 

  この相楽東部広域バスにつきましては、当初予算で事業費は組ませていただいておりまし

た。負担金に組み替えるのが今回になったということで、仮にこれが否決された場合は、需

用費等事業費の中から流用するなりという対応になるのかと思っております。事業につきま

しては、当初予算の中で認めていただいたものとして、３町村、京都府も交えて進んでいる

と理解しております。 
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  それから、この広報につきましても、９月の広報でお知らせしております。今も説明させ

ていただきましたとおり、当初予算の中で、もう事業費として組まれておりましたので、広

報するのは適当なのではないかと思っております。 

  それから、分担金につきましては、３町村、和束町、それから南山城村、笠置町、ここで

分担金割合が決まっております。月ケ瀬口から加茂駅まで２２．３キロメートルの実測、こ

れを距離案分いたしまして分担金が決まっております。ただ、この分担金につきましては、

笠置町といたしましては、大体２２．３を８．９５という割合で割り返した金額となってい

るようです。 

  それから、３０年度以降ですけれども、今、半年間で３００万円の計上をさせていただい

ております。３０年度以降、この実施形態をもってするのかというところもありますので、

それは、この１０月以降の運行等を見て、単純にそれが倍になっていくものなのか、そこら

はまだ精査した中でということになると思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  それでは、これまでにたしか冬とかに試験実施をやられたと思うんですけれども、その試

験実施の結果なんかもどうなっているんですか。 

  そして、本来なら、私が前から言っているように、これは関西線の活性化が求められるの

と違うかと。例えば７０歳以上の方が今優待されていますけれども、これをむしろ６５歳以

上にされるとか、関西線を一人でも多くの方に乗ってもらいたいために、関西線の存続が求

められると以前から言っております。住民の方が、このパンフレットを見て、本当に関西線

の存続を心配されて電話をされてきました。 

  今後、関西線の存続のために、それは関西線電化推進委員会とかいろいろありますけれど

も、例えば、この関西線は笠置町だけじゃなくて奈良市の方も今までよく利用されています。

今でも、柳生、広岡、狭川、須川、阪原、今言いました人口も笠置町と同じ、前に調べたら

大体１，４００人ぐらいですよ。いまだにやっぱり通勤とか通学で乗っておられます。大分

減ってはいると思うんですけれども。 

  だから、この方たちにも、やはりもっと周知してもらうとか、そういう方法。例えば、こ

の方たちに、いこいの館の駐車場を有料か無料かにして使ってもらうとか、もっと関西線を

有効活用してもらえるように、私はそういうことを。いこいの館の駐車場とかを有料無料は

別にして利用してもらうという案はいかがですか。 
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  そうて、また電化促進委員会などにも奈良市の方、今言いましたように大体１，４００人

ぐらいの方がここに住んでおられます。電化促進委員会にも府県を超えて、三重県もありま

すけれども、入ってもらったらいかがですか。そしたら奈良市の方からもいろんな意見が出

るかもわかりません。その辺はどうですか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  今回のこの事業を実施いたすのは、ＪＲ関西本線加茂以東の沿線地域公共交通活性化協議

会という団体となっております。これの構成団体といたしましては、京都府、それから笠置、

南山城村、和束町、それから交通事業者といたしましては、ＪＲ西日本さんの近畿総括本部

大阪支社の方も入っていただいております。ＪＲの利用促進もそうですけれども、この事業、

広域バスを運行することにつきましては、この活性化協議会で協議された中で出てきている

ということですので、ＪＲの方もこの事業については御理解いただいているんだと思ってお

ります。 

  それから、奈良地域の方につきましての利用ですけれども、これは町単独でということで

はございませんので、先ほどの関西線利用促進同盟等も笠置町だけで入ってくださいという

わけにはいきませんので、今回の活性化協議会もそうですけれども、利用促進協議会等、そ

こでの議題になるかと思っております。 

  広報につきましても、奈良市向きに奈良県の住民の方に広報ということも、ここの協議会

でどのようにされるかということを協議していただかないといけないと思っておりますので、

それは持ち帰りの課題というか、御報告とさせていただきたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  やはり笠置町だけじゃなしに、今言いました方たちにも、やっぱり１，４００、昔は笠置

町にも買い物とかによく来ていただきました。だから、そういった方たちのためにも、やっ

ぱり関西線は存続意義があるんですよ。ましてや、我々は本当にこれがなくなればどうなる

のかと心配しておるんですけれども、例えば草津線というか、柘植まで電化になってありま

す。柘植から亀山とか向こうは電化になって、だから柘植からこちらはもう廃止になるんじ

ゃないかと、やはりそういったことを心配されている方もあるんですよ、町内の人にも。 

  これが廃線になれば、笠置町なんて観光どころか、本当に笠置町が消滅ですよ。だから、

そのためにも、ぜひとも存続のために努力を、電化よりも存続の委員会を開くためにも、今
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言いました奈良市の方たちともできれば協議していただきたいと思います。 

  それで、もう一つ。この事業を何で実施されるのか。笠置町には福祉バスというのがあり

ますね。この福祉バスのあり方も本当に考えなければならないのと違いますか。福祉バスも

毎日動いていますけれども、ほとんど乗っておられません。こういったバスがあれば、福祉

バスのあり方というのもどうなんですか。その辺はどうですか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。大倉議員の御質問にお答えさ

せていただきます。 

  一般質問のほうでも、大倉議員さんもそうですし、議員さんの中からも、この広域バス、

それから循環バスのことについて御質問いただいております。 

  今回の広域バスにつきましては、ＪＲの運行の時間のすき間を埋めるための運行というふ

うになっております。笠置町の循環バスだけの時刻に合わせるというのは、やっぱり月ケ瀬

口から加茂駅まで運行しますことから、現時点ではなかなか厳しいものはあるかと思います。 

  ただ、今後、循環バスが本格化といいますか、この運行が試験運行だけでなく通常運行に

なるようでしたら、循環バスも運行時刻の見直し等が必要になってくるかと思います。 

  それから、先ほど御質問いただいていて、お答えできなかった分ですけれども、平成

２８年度に、この広域バス、試験運行を２回させていただきました。１月にしたときは無料

で、乗車はかなりあったように聞いております。ただ、２回目の有料運行となったときには、

乗客の方は減ったというか、本数割りといいますか、それが１人いかなかった。０．９人ぐ

らいの乗車やというふうに聞いております。それは、笠置町だけではなく、運行の本数と月

ケ瀬口から加茂駅までの乗車人数等で割り返したもので、笠置町から全く乗られていないと

いうことではないとは思いますけれども、ただ、その人数、笠置町からは何人乗られたとい

うふうな細かい集計までは出ておりませんでした。以上となります。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  いこいに関する累積債務の件について確認いたします。 

  先ほど説明があったように、コモンズに対する債務はここに書いてあるとおりわかるんで

すけれども、先ほどから問題になっている有限会社わかさぎの累積債務ということで、コモ

ンズ以外のもの５０５万６，９１６円ですか、これの細目というか、これの内訳表はありま

すか。あったら、それをもらいたい。 
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  というのは、先ほど大倉議員のほうからも出ていましたけれども、去年の１２月に一応一

千何がしかの交付金を出して、そのときの債務というのは全部それで支払いできるというこ

とで、あれを出したんですよ。 

  それから後、以降どうやっていくのかということで、先ほども出ていましたけれども、町

長は赤字にならないような運営をやっていきますというようなことを約束されて、ほんで出

したわけです。 

  この５００万円というのは、いつに発生したものですか。毎月収支報告というのを特別委

員会のほうへもらっておったけれども、何か途中から出てこないようになって、どうなって

おるねん、どうなっておるねんということで言うたら、この間、この３カ月分の貸借対照表

を出してこられたけれども、この中に未払い金とか計上されていますけれども、その中のも

の何ですか。これの細目をはっきりしてもらわんと、７月のときは８００万ほどの債務とい

うことでおっしゃっていたのが、８月末で１，４００万円にもなって、ほんで補正で上がっ

てきていると。ちょっと町民にも説明できませんよ、これやったら。これはどういう形にな

っているんですか。細目はあるんですか。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） 西岡議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  有限会社わかさぎの累積債務の発生の時期でございますけれども、これは、比較的最近と

いいますか、７月あるいは８月に発生したものが大半でございます。 

  内容的には、会計事務所に対します決算業務の委託料４１万円、電気代といたしまして

１５０万円、水道代といたしまして２００万円、燃料費、これは灯油代でございますけれど

も、６０万円、浄化槽等の清掃費、メンテナンス５４万円、合計約５０５万円というふうに

なっております。 

  これらに関しましては、本来であれば、９月末以降の収入その他でもって清算ができると

いいますか、ある程度の支払いは可能になっていくものでございますけれども、年度途中の

清算をする関係で、どうしてもこの時期に支払わなければならない。それに対して財源が不

足しているということでお願いをしている分でございます。 

  本来、請求書をいただき、すぐにということで処理すべきでございますけれども、その時

点でなかなか支払えなかった分を、従来もそうでしたけれども、繰り延べさせていただき、

後日支払いということで了解を得ていた分でございますけれども、その後日支払いまでの間

に、実は精算の時期が来て、支払いができない状況になる。それに対する合計金額がコモン
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ズ以外で５０５万６，９１６円発生しているということでございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  ちょっと待ってほしいわ。電気代とか水道代とか、それは１カ月おくれか何かで払ってき

たんでしょう。それは８月やったら８月に、いこいの館は開いているねんから、収入はあっ

たわけでしょう。何でそれが丸々払えないんですか。それが何で丸々債務になっていくんで

すか。これは７、８の２カ月ぐらいで５００万円ということになっておるんじゃないんです

か。これは今、指定管理やっていくとか言うているけれども、そんなんもう私らは信用でき

ませんやん。 

  これをまた今、議会に付託されましたけれども、これはいつになったら消えるの。このま

ま運用していくんでしょう。９月末で切れるけれども、次の手は打たれているんですか、今。

毎月またこういうことで出てくるんじゃないんですか。それをどういうふうに処理しようと

されているんですか、これは。ちょっとその辺の考え方を答えてください。こんなん賛成も

できひんやん、これやったら。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの西岡議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  御指摘のとおり、発生した電気代や水道代に関しましては、本来すぐにお支払いをすると

いうことが、もう本当にルールでございます。ただ、残念ながら、その支払いに充てるべき

収入が、十分な額がなかったということで、現在のところ未払いとなっている金額というこ

とでございます。 

  ただ、電気事業者のほうからは期限を切られておりますので、早急にお支払いをしなけれ

ばならないというような現状でございますけれども、当方の事情としてこういうことでござ

いますというふうに、御理解はいただけませんが、説明をさせていただいております。 

  水道代に関しましても、これは町の水道代でございまして、２００万円という大きな金額

が実はたまっておるというふうな現状でございます。これもお支払いをしなければなりませ

んが、残念ながら支払いに充当する収入が現在のところないというのが現状でございます。 

  そういったところで、非常に甘い経営と言われても仕方がありません。支払いができない

という状況が現在起こっていること自体、現時点において大変問題であると認識をしており

ます。 

  では、これが次の１０月１日以降、改善できるのかどうかというふうなところの御質問で



６２ 

ございますけれども、つなぎ営業でということで、前回も御説明を委員会のほうでさせてい

ただきました。漫然とこれまでの業者の方に引き続いてお願いいたしますということを申し

上げるわけにはいきませんので、改めて業者の方々に対しては契約の見直し、内容の見直し

等をさせていただきながら、次の運営に関しましては、経営改善の道あるいは経営改善のポ

イントといったものを十分に踏まえた運営ができるように留意してまいりたいと、そのよう

に考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西岡君。 

１番（西岡良祐君） １番、西岡です。 

  ７月、８月の入館者数は幾らであったか、ちょっと確認できていませんけれども、という

ことは入館者数もすごく減ってきているのかな、これが払えへんということは。 

  それと、あと、これをつなぎ営業でやっていくということですけれども、今、９月末で契

約が切れますね。その次、どうするのかというのは、もう描いておられるんですか。これを

付託されたけれども、すぐ結論は出えへんと思いますよ。 

  しかし、つなぎ営業をやったって、毎月こうやって出てきておったら、その間は何をやっ

ているのかということになるから。つなぎ営業をちょっとでも改善できていくような方策を

考えておられるのか。ちょっとその辺についてお話しください。 

議長（杉岡義信君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの西岡議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  入館者数に関しまして、７月、８月の夏場の入館者数は、残念ながら対前年度比に関しま

しては落ちております。入館者数は伸びておりません。これが現状でございます。 

  原因はいろいろあると思うんですけれども、十分な分析はできておりません。ただ、笠置

町全体への入り込みの方の数も減っているというようなことが言われておりますので、いろ

いろと原因、気候の問題、気温の問題その他があるのではないかと思っておりますが、現に

いこいの館に関しましては昨年度対比落ちているのが現状でございます。 

  それから、つなぎ営業に関しましては、従来の契約条件をもう一旦リセットさせていただ

きます。基本的に赤字の原因になっていると思われる委託料の価格、委託料の設定の仕方に

関しまして、一旦リセットをさせていただき、事業者のほうに、収入を基本としながら支出

が賄えるようにシミュレーションしていただき、経営をしていただきたいというお願いをさ

せていただいております。 

  基本的に、それらに関しましては、当然、いこいの館、わかさぎが契約を行うわけでござ
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いますが、やはり新たな事業者の誘導も含めて、公募、いわゆる提案をいただくということ

で、広く事業者を募りたいというふうに考えております。 

  そういう競争関係の中で、やはり現実的に少ない負担、事業者自身が収益を確保するとい

う努力をしていただけるところに委ねていこうと思っておりまして、実は一回、指定管理者

のほうに、前回特別委員会のほうで提示いたしました留意事項でありますとか、あるいは指

定管理者の要綱に書いてあったような私どものほうが事業者に期待すること、事業者に具体

的にこういうようなことをやっていただきたいというようなことを次のつなぎ営業の委託を

していただく方々にはお願いし、具体的な方策、解決策をいただいて、いただいた解決策が

本当にできるのかどうかということを確認させていただいた上で、業者のほうに委託をさせ

ていただきたいと思っております。 

  その場合に、本当に収入でもって支出が賄えるのかどうかに関しましては、シミュレーシ

ョンをした段階でないとわかりませんけれども、少なくとも現在の赤字の体質を脱却できる

筋道は立てたいと。飲食部門、温浴部門、そして、わかさぎという３元になっているような

ところを一体化できるような運営で、人のオペレーションに関しましてもコストがかからな

い効率のよいやり方をやっていただくなど、改善の余地というのはたくさんございます。そ

れらを本当に具体的に一つ一つ今回は潰していかないと、仮に指定管理に移行するにしても、

そういうつなぎの段階で豊満な経営が続けば、指定管理になったとしても意識が変わるわけ

ではございません。その意識を変えるためにも、つなぎ営業の段階から、私どものほうの役

場の中の意識改革も含め、いこいの館に対する指導、支援といったものをより具体的に行動

としてさせていただきたいと考えております。 

  方策というふうに言えるかどうかわかりませんけれども、チェンジをさせていただきたい。

そこからスタートできるんだろうというふうに考えておりますので、御理解いただきますよ

うによろしくお願いいたします。 

議長（杉岡義信君） この際１０分間休憩します。 

休  憩   午後３時１９分 

再  開   午後３時３０分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  ほかにありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  １６ページの産業会館の修繕費、先ほど提案を受けたときに説明を受けたんですけれども、
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ちょっと聞き漏らしたので、もう一度どこを修繕されるのか教えていただけますか。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。大倉議員の御質問にお答えさ

せていただきます。 

  産業振興会館の修繕費につきましては、消防設備点検におきまして指摘されました不良箇

所の修繕、それから産業振興会館屋根からの雨漏りの応急対応、それからブロワの換気扇の

交換等で計上させていただいております。 

  すみません、換気扇につきましては、消耗品で計上させていただいておりましたので、修

繕費につきましては、消防の設備点検の不良箇所と応急対応となっております。 

  屋根のことですので、今回は応急対応、それから当初予算に向けまして見積もり等をとっ

た上で計上させていただきたいなと、内部で調整させていただいております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） どうもありがとうございました。 

  前回のところで雨漏りという質問をされた方がありますけれども、それの応急対応という

ことで、今おっしゃったように、来年度予算で全体をやれるということだと思うんですけれ

ども、笠置会館も、この前、久しぶりに通ったら、外観上ですね、中は見ていませんけれど

も、きれいになっていますね、耐震で。あれは４，０００万円か５，０００万円かちょっと

忘れましたけれども。 

  産業会館もやはり観光の拠点の一つ、笠置の駅をおりられたらすぐに目立つんですよ、陸

橋から見たら。この前、望遠で写真を撮ったら、やっぱりひどいものですよ。望遠で撮った

写真を見れば。 

  だから、そういったことで、今おっしゃったように何か見積もりをやっているような話も

若干うわさで聞いております。だから早急に。これは本当に、前から言いましたように、

３０年になっているので。できたら内装とか外装も全部含めて笠置会館みたいにきれいに。

中は知りませんけれども、笠置会館。やはり笠置の一番目立つところなんですよね、みんな

がおりられたら。だから、そういったところもぜひとも直していただければ、予算編成して

もらえたら、ありがたいなと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。大倉議員の御指摘ですけれど

も、町といたしましても公共施設の長寿命化等も検討していかないといけませんので、おっ



６５ 

しゃったように３０年をもうそろそろ経過する時期でございます。確かに、改正があってか

らの建物ですので、耐震に対しては大丈夫かと思いますけれども、老朽とまではいかなくて

も、何せ３０年経過した建物ですので、今後、ほかの施設も含めまして、長寿命化の計画な

り公共施設の管理計画等を用いまして対応が必要なのかなと思います。 

  ただ、もちろん町単費でできる事業ではございませんので、補助金、それから先ほどの緊

急防災等の起債借り入れ等もございますので、そこらは検討した中でさせていただきたいと

思います。 

議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  わかさぎの交付金にまたちょっと戻らせてもらうんですけれども、先ほど大倉議員が言わ

れたとおり、僕も去年の末に町長に対して質問したんです。赤字を出さないようにすると言

われたんですけれども、簡単でいいので、どういうことを必死で頑張らはったのか、項目で

羅列でもいいので答えてほしいのと、あと、委員会でも、委員会のたびにコモンズとは信頼

関係にあると言われていたんですけれども、いざ契約終了するという時期になったときに、

当時ああいう張り紙をされて、お客さんがかなり一気に減ったと聞いています。それでほん

まに信頼関係があったかどうかというのもお聞きしたいです。 

  それと、町長に就任されて、月１回懇談会を持っておられると言っておられましたけれど

も、実際には持っておられませんでしたね。就任以来、実際に何回懇談会を持たはったか、

その回数もお聞かせ願えればと思います。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） 去年の１２月議会におきまして西議員から質問をいただきまして、これ

からのわかさぎ運営につきましては赤字を出さない、そのようなことを発言いたしました。

先ほども申しましたように、契約の中におきまして、土埃さんには料理長を置いていただき、

飲食部門は右肩上がりに上がってくるだろう。また、コモンズさんにつきましては、入館者

によって若干の委託料は変動するということ等、若干ずつですが、お客さんがふえてきた。

そういうことをトータル的に考えまして、やっていける、赤字にはならないだろうという判

断をしておりましたが、実際、１月から途端に赤になってしまったということについて、私

は、すごく見通しが甘かった、しっかりメスを入れられなかったということについては、本

当に深くおわびをせざるを得ないし、そこら辺の責任は痛感しております。 

  それと、どのようなことで必死に取り組まれたかということにつきまして、大きなことは
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できませんでしたけれども、本当に個人的にもグループでもできることはやってきたつもり

でございます。先ほど大倉議員が言われましたけれども、主要グループの宴会やとか、いろ

んなことをされましたかという質問がありましたけれども、できる限り、個人であれ、グル

ープであれ、団体であれ、いこいの館を利用させていただき、少しでも売り上げに協力して

きた。そういう思いでございます。 

  また、懇談会につきましては、回数までは忘れましたけれども、当初のころは１カ月ごと

にきちんとされておったんですけれども、最近はできなくなってしまったというのが現状で

ございます。 

  また、フロントに、回数券やスタンプなどは９月でできなくなりますという張り紙をして

あったと思うんですけれども、その後、この張り紙を見てお客さんはどう思われますかとい

うことで、コモンズさんに話をしに行きました。これを読んで気持ちがよくなるというお客

さんは誰もおられません。この張り紙は撤去してくださいということで、お願いをいたしま

した。現在は、その張り紙は撤去されております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  今の答弁で感じられるのは、一生懸命やったことが余りないということでいいんですか。

あと、コモンズとの信頼関係もできていなかった。月に１回の懇談会も全然できていなかっ

たということでいいんでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 町長。 

町長（西村典夫君） コモンズさんと土埃さんとの定期的な懇談会は最近できておりませんで

した。私なりに一生懸命やってきたわけですけれども、小手先だけの取り組みになってしま

った。そういうことは反省をしておりますが、私個人としては、いこいの館につきましては

熱い思いを持っておりますので、私なりには一生懸命頑張らせていただいた。そういう思い

は持っております。 

議長（杉岡義信君） 西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  今も一生懸命やったと言われましたけれども、１月から赤字になったから想定外やったみ

たいなことを言われたんですけれども、赤字になったことに対して、じゃ、何をしてこられ

たか、僕の今の質問に答えてもらっていないですよね。自分で一生懸命これをやりましたと

いうのは、なかなか言いにくいことやとは思うんですけれども、じゃ、こういう手を打ちま
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した、こういう手を打ちましたというのは、何かないんですか。 

議長（杉岡義信君） 町長、今、西君が言っているあれだけはちょっと。それで、マイクをち

ょっと。 

町長（西村典夫君） １月から赤字になったということにつきまして、何か手だてをしたのか

という御質問だと思います。 

  そのとき、外に向かって広報していこうということで、早急にポスターとチラシをつくら

せていただき、近隣にポスターを張って、チラシを置かせていただいてＰＲをさせていただ

いた。そういう取り組みはいたしております。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。西君。 

２番（西 昭夫君） ２番、西です。 

  １月の赤字になってからポスターをつくられたということやと思うんですけれども、多分、

去年の１２月の末にはもう決まっていたことやと思うんですよ、ポスターつくる、チラシを

つくるというのは。結局つくっただけで配られていないですよね。産業振興会館に置かれて

いるだけとかで、それを一生懸命何かをしたということにはならないと思うんです。 

  一生懸命さも見られへんし、答弁に対する誠実性もないと思うんです。だから、みんな認

められないと思うんですよ。もう答弁はいいですけど。以上です。 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２７号、平成２９年度笠置町一般会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手なしです。したがって、議案第２７号、平成２９年度笠置町一般会

計補正予算（第２号）の件は否決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第３、議案第２８号、平成２９年度笠置町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第２８号、平成２９年度笠置町国民健康保険特別会計補正予算（第
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１号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正は、支援金及び納付金の確定や国保連合会による拠出金誤り等による減額補正

をし、国保の都道府県化に向けた国保情報集約システム連携及び制度改正にかかわる基幹シ

ステムの改修などを行うための増額補正をしたことにより、歳入歳出予算の総額２億

８，５９８万２，０００円に歳入歳出それぞれ６０６万６，０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億７，９９１万６，０００円とするものでございます。よろ

しく御可決賜りますようお願いを申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。税住民課長。 

税住民課長（由本好史君） 失礼をいたします。 

  それでは、議案第２８号、平成２９年度笠置町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

の件につきまして説明をさせていただきます。 

  予算書の１ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入歳出それぞれ６０６万６，０００円を減額し、歳入歳出総額を２億７，９９１万

６，０００円とするものでございます。 

  初めに、歳入について説明をさせていただきます。 

  ６ページをごらんいただきたいと思います。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、現年分で１４８万

４，０００円の減額補正をお願いしております。介護給付費及び後期高齢者支援金の額の確

定に伴います補正でございます。 

  次に、同款、同項、２目高額医療費共同事業負担金で５５万１，０００円の減額補正をお

願いしております。額の確定に伴います補正でございます。 

  次に、同款、２項国庫補助金、１目財政調整交付金、普通調整交付金で４１万

６，０００円の減額補正をお願いしております。介護分及び後期高齢者支援金分の額の確定

に伴います補正でございます。 

  次に、同款、同項、３目国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金４６万２，０００円

の皆増でございます。国保都道府県化システムの改修に係る補助金でございます。 

  次に、６款府支出金、１項府負担金、１目高額医療費共同事業負担金５５万１，０００円

の減額補正をお願いしております。こちらのほうも額の確定に伴います補正でございます。 

  次に、７ページをお願いいたします。 

  同款、２項府補助金、１目府補助金４１万６，０００円の減額補正をお願いしております。
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額の確定に伴います補正でございます。 

  次に、１０款繰越金、１項繰越金、１目繰越金につきましては３１１万円減額補正をお願

いしております。これにつきましては、歳出の減少により充足財源分を繰越金で減額計上し

ております。 

  続いて、歳出の説明に移ります。 

  ８ページをごらんいただきたいと思います。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費４６万３，０００円の増額補正をお願いし

ております。歳入で国庫補助金の国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金、国保都道府

県化システムの改修に係る補助金と説明をさせていただきました。国保の都道府県単位化に

向けた国保情報集約システム連携及び制度改正に係る基盤システムの改修として委託金に

１６万３，０００円、制度改正に伴い国保情報データベースシステムの改修ソフトの購入と

いたしまして備品購入費に３０万円を計上させていただいております。財源といたしまして

は、国庫補助金を４６万２，０００円充当しておるものでございます。 

  次に、３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金

１５０万９，０００円減額補正をお願いしております。内容につきましては、支援金の額の

確定によるものでございます。 

  次に、４款前期高齢者納付金等、１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金３万

４，０００円増額補正をお願いいたしております。内容につきましては、納付金の額の確定

によるものでございます。 

  次に、９ページをお願いいたします。 

  ５款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金３１２万８，０００円の減額補正をお

願いしております。内容につきましては、支援金の額の確定によるものでございます。 

  次に、６款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金

２２０万３，０００円の減額補正をお願いいたしております。内容につきましては、国保連

合会の拠出金の算出誤りによるものでございます。 

  最後に、１０款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目償還金２７万７，０００円の

増額補正をお願いしております。平成２８年度退職者医療交付金の精算に係る返還金及び特

定健診負担金の平成２８年度分の国庫及び京都府負担金の精算に係る返還金でございます。 

  以上、これで国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。よろしくお願いいたし

ます。 
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議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２８号、平成２９年度笠置町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）の件は、原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第２８号、平成２９年度笠置町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第４、議案第２９号、平成２９年度笠置町簡易水道特別会計補正予

算（第１号）の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第２９号、平成２９年度笠置町簡易水道特別会計補正予算（第

１号）の件について提案理由を御説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額６，３２０万円に歳入歳出それぞれ９８万

１，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６，４１８万１，０００円とするも

のでございます。 

  主な提案内容は、歳入では歳出の増額に伴い繰越金を増額しています。歳出では水道関係

施設の修繕並びに備品購入による増額補正でございます。よろしく御審議賜りますようお願

い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。建設産業課長。 

建設産業課長（石川久仁洋君） 失礼いたします。 

  議案第２９号、平成２９年度笠置町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の件につきまし

て御説明いたします。 

  初めに、歳入について御説明いたします。 

  ６ページをごらんください。 

  ５款繰越金、１節繰越金につきましては、９８万１，０００円の補正をお願いしておりま
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す。これにつきましては、歳出の増加に伴います不足財源分を繰越金で計上しております。 

  続いて、歳出の説明に移ります。 

  ７ページをごらんください。 

  ２款衛生費、上水道費、簡易水道施設費、総額で９８万１，０００円を計上しております。

１１節需用費では８４万７，０００円の補正をお願いしております。内容につきましては、

有市簡易水道等の濁度計並びに東部簡易水道の取水流量計の修繕料でございます。いずれも

経年劣化等によりまして取りかえ修繕が必要になったものでございます。 

  次に、１８節備品購入費で１３万４，０００円の補正をお願いしております。内容につき

ましては、町内水道施設の稼働状況を確認するテレメーター室のエアコンに水漏れがござい

まして、修繕等が困難な状況でございますので、新たにテレメーター室のエアコンを１基購

入するものでございます。 

  以上、歳入歳出それぞれ９８万１，０００円を増額し、総額をそれぞれ６，４１８万

１，０００円としています。これで簡易水道特別会計補正予算の説明を終わります。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第２９号、平成２９年度笠置町簡易水道特別会計

補正予算（第１号）の件は、原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第２９号、平成２９年度笠置町簡易水

道特別会計補正予算（第１号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第５、議案第３０号、平成２９年度笠置町介護保険特別会計補正予

算（第１号）の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第３０号、平成２９年度笠置町介護保険特別会計補正予算（第

１号）の提案理由を御説明申し上げます。 
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  今回の補正は、歳入歳出それぞれ４４６万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２億６，６２３万円とするものでございます。 

  主な提案内容は、過年度分の国・府負担金などの償還金確定によります増額補正でござい

ます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

地方創生担当参事兼保健福祉課長事務取扱（東 達広君） 失礼いたします。 

  議案第３０号、平成２９年度笠置町介護保険特別会計補正予算（第１号）につきまして御

説明申し上げます。 

  ページは６ページの歳入のほうから御説明申し上げます。 

  まず、保険料でございます。１０万２，０００円の減額。この保険料の減額につきまして

は、次の次の段の７款繰入金、２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金１０万

２，０００円の歳入に伴って減額するものでございまして、この基金につきましては、２７、

２９の計画段階で低所得者の保険料軽減負担金というふうなところで補助事業を伴って積み

立てていた基金でございますので、今回それを繰り入れさせていただくというふうなところ

でございます。 

  上段、事務費繰入金については８，０００円を見込んでおります。事務費の繰入金でござ

います。 

  それから、６ページの最後、繰越金でございますが、提案理由にもございました償還金に

つきまして、その留保財源、繰り越しに含まれておりますので、その繰越金４４５万

３，０００円を充当したものでございます。 

  最後、７ページ、歳出でございます。 

  趣旨普及費につきましては、認定パンフレットを増刷します。制度改正に伴いまして、不

足額の８，０００円を計上しておるところでございます。 

  ６款諸支出金につきましては、１号の被保険料の還付金１万９，０００円と、それから償

還金というふうなところで４４３万４，０００円を見込んでいるところでございます。国・

府の償還金となっております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 



７３ 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。議案第３０号、平成２９年度笠置町介護保険特別会計

補正予算（第１号）の件は、原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第３０号、平成２９年度笠置町介護保

険特別会計補正予算（第１号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） これで本日の会議を閉じます。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  第３日目は９月２７日午前９時３０分から開会します。通知は省略します。 

  本日は御苦労さんでした。 

散  会   午後４時０２分 

 


